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１  

Ⅰ 廃棄物処理に係る課題と法制度 

１ 廃棄物を取り巻く課題 

私たちは毎日、家庭や職場などで多くの物やエネルギーを消費しており、このよう

な日々の活動に伴って大量の廃棄物が排出されています。 

これらの廃棄物のうち、約９割が工場や事業所等から排出される「産業廃棄物」で

あり、大量の廃棄物を処理するためには、多くの経費と時間をかけなければならず、

大切な環境にも大きな負荷を与えています。また、処理に伴い発生するダイオキシン

類等の有害物質対策や逼迫
ひっぱく

する最終処分場の問題、後を絶たない不法投棄問題等とい

った多くの課題が生じています。 

一方、廃棄物問題は、エネルギーや鉱物資源の枯渇、地球温暖化など地球規模での

環境破壊とも深く関わっており、これまで進めてきた大量生産・大量消費・大量廃棄

という現在の社会システム全体を根本から変革していかなければならない時期がきて

います。 

このような課題を解決していくために、わたしたちは、廃棄物の排出を抑制し、そ

のうえで再生利用(リサイクル)を推進し、循環的な利用ができないものについても環

境に影響のない方法で適正に処理する社会、すなわち循環型社会への転換を図ってい

かなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

経済－産業のシステムは人体にたとえれば製品の生産から流通消費ま 

での動脈部分と、製品の消費後の廃棄物収集、処理、再生・再資源化な 

どの静脈部分により成立しています。 

ところが現在の社会にあっては、この静脈部分が適切に働かず、動脈 

部分も肥大化しているために、環境へ与える負荷が大きい構造となって 

います。 

このままでは、資源の枯渇や環境破壊・廃棄物問題などの様々な問題 

が、私たちや次世代の人々の生活を脅かすようになってしまいます。 

循環型社会とは、この静脈部分に相当する仕組みを、モノを作る部分 

である動脈部分も含めて見直し、環境や私たちの生活への負荷を大きく 

削減して、持続可能な社会システムを作っていくことを意味しています。 

循 環 型 社 会 と は 
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２   廃棄物処理・リサイクルに係る法制度 
 

廃棄物処理に係る基本法として昭和４５年に公布された「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」があり、廃棄物の処理についての法制度は早くから整備されてきま

した。 

しかし、廃棄物の再生利用・リサイクルのための法制度の整備は比較的歴史が浅

く、近年、循環型社会の形成に向けた個別法が順次整備されてきました。 

リサイクルを推進するための法律としては、「資源の有効な利用の促進に関する

法律(資源有効利用促進法)」をもとに､「容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」､「特定家庭用機器再商品化法(家電

リサイクル法)」､「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイク

ル法)」、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品資源リサイクル法)」、

「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」などが定められ

ており、これまでの排出者責任に加え、拡大生産者責任が規定され、事業者は、使

用済製品の回収、リサイクル、適正処理の促進に向けて必要な措置を講じなければ

なりません。 

 

 

 

 

 

 
 

廃棄物の減量  化と適正処理     
環境保全に関する        に関する基  本的な法律      循環型社会の形成に 
施策の基本事項                        関する基本原則 

          
 
 
                                
大気や水質等への排出規制                           船舶からの廃棄物によ                                      

る海洋汚染の防止 
   

   

ＰＣＢ処理施設の整備                                          

と適正処理                               有害廃棄物等の国際 
移動の規制 

                                           

 

    施設設置に係る環境 
保全の適正配慮 

 
資源の有効利用の促進に関 
する事業者等の責務や措置    

 

廃棄物処理・リサイクルに係る法制度の全体像 

環境影響評価法 

資源有効利用促進法 

環境基本法  

廃 棄 物 処 理 法 

循環型社会形成推進基本法 

大気汚染防止 法 
水質汚濁防止法など 海洋汚染防止法 廃棄物の排出抑制 

リ サ イ ク ル   

適 正 処 理 
バーゼル法 

容器包装リサイクル法 
家 電 リ サ イ ク ル 法 
建 設 リ サ イ ク ル 法 
食 品 リ サ イ ク ル 法 
自 動 車 リ サ イ ク ル 法 
小型家電リサイクル法 

ＰＣＢ特別措置法 

品目ごとに廃棄物の減量と

資源の有効利用を推進 
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また、廃棄物の処理を行うには、周辺環境への負荷を抑えるための基準や土地利

用に関する基準を守らなければならないため、「大気汚染防止法」などの公害防止関

係法令や「環境影響評価法」とも関わりがあります。  

国際的には、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する「バーゼル条約」や海洋

への廃棄物等の投棄を規制する「ロンドン条約」が結ばれています。そして、これ

らの条約に応じて国内では、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バ

ーゼル法）」や「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (海洋汚染防止法）」が定

められており、国内処理等の原則、輸出入にあたっての確認又は許可、海洋投棄の

規制等に関する規定が設けられています。  
 

Ⅱ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 １   廃棄物の処理及び清掃に関する法律の概要 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)は、廃棄物の排出抑制、

廃棄物の適正な処分等により生活環境の保全などを図るため旧清掃法を全面的に改

め昭和４５年１２月２５日に公布、昭和４６年９月２４日に施行されました。法では、  

⑴ 国内で生じた廃棄物の国内処理等の原則、廃棄物の排出抑制、再生品の使用等

に関する国民の責務、廃棄物の適正処理に関する事業者の責務  

⑵ 市町村による一般廃棄物処理計画の策定及びそれに基づいた処理、一般廃棄物

処理業を行う場合の許可  

⑶ 廃棄物について、事業者の処理義務、事業者の産業廃棄物の収集、運搬、処分

に関する基準に従った処理、地方公共団体による処理、産業廃棄物処理業の都道

府県知事等による許可  

⑷ 廃棄物の投棄の禁止、ふん尿の使用方法の制限  

⑸ 廃棄物処理施設の設置申請に先立つ周辺地域の生活環境影響に関する調査の実

施とその結果等に関する告示縦覧、意見聴取、その結果等を踏まえた都道府県知

事等による設置許可  

⑹ 立入検査、適正な処理の確保のための改善命令、生活環境の保全上の支障の除

去等のための措置命令  

⑺ 国による地方公共団体に対する技術的、財務的援助等について定めています。  

以下、廃棄物のうち工場や事業所等から排出される産業廃棄物の適正処理や再

生利用を中心に、順次に説明していきます。  
 

２ 法の目的（法第１条）  

法第１条で「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保

管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることによ

り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と規定していま

す。  
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３ 廃 棄 物 と は （法第 2 条第 1 項）    

法で規定している「廃棄物」とは、自ら利用できなくなったり他人に有償売却

できないため不要になった物をいいます。  

廃棄物は、家庭、工場、工事現場、事務所その他あらゆる所より発生し、その

種類、性状もさまざまですが、これらは図－１に示すように区分されます。  

法では、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に種類を区分し、それぞれの種類で処

理責任や処理体制も区分されています。  
 

図―１ 廃 棄 物 の 区 分 
 
 

 
事業活動に伴って生じた   

産業廃棄物   燃え殻など、表－１に掲   
げる２０種類の廃棄物   

    
      特別管理産業廃棄物(※)  

 
                                    事業系一般廃棄物 
          法律対象                               ・事務所の紙くず  
        ・ご み            ・飲食店・食堂の       

・粗 大 ご み               残飯・厨芥  
・燃 え 殻            ・卸小売業の動植  
・汚    泥              物性残さなど     
・ふ ん 尿               

廃棄物   ・廃    油  一般廃棄物                 
・廃    酸       家庭系一般廃棄物  

    ・廃アルカリ      
・動物の死体         特別管理一般廃棄物(※)          

        ・その他の汚物              
又は不要物              
                 

        法律対象外     
◇ 気体状のもの（大気汚染防止法等） 
◇ 放射性廃棄物（放射線障害防止法、放射性物質汚染対処特措法（※）等）  
（※ 東北地方太平洋沖地震に伴うもので、当分の間、一部の廃棄物に適用） 

◇ 港湾、河川等の浚渫
しゅんせつ

に伴って生じる土砂その他これに類するもの 
◇ 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等で現場付近において排出  

するもの 
◇ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 

(※ 土砂を用い一定規模以上の土地造成等を行う場合は、「兵庫県産業廃棄物等 

の不適正な処理の防止に関する条例」の適用を受けます。） 

◇ 特別法により規制される廃棄物（水質汚濁防止法、下水道法、鉱山保安 
        法等） 
 

注) ※の特別管理産業廃棄物とは  

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあ

る性状を有するもの。そのうち、特別管理産業廃棄物に該当する物は、表－２～５に掲

げるもの。（７～８頁を参照） 

＊事業者の責任で処理する  
「廃棄物」とは、自

ら利用できなくな

ったり、他人に有償

売却できないため

不要になった物 
 

市が定めた 処理計画に従って処理する 
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図－２ 発生廃棄物の「区分」早わかりフロー   
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ＹＥＳ     

              
                   ＮＯ                                       ＹＥＳ 

 

 

 
                         ＮＯ 

  

                                

                 ＮＯ                   ＹＥＳ 
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     ＮＯ     ＹＥＳ   

       

 
 
 
 
 
 
 
       

 

廃棄物の適正

処理のために

やってみまし 

ょう！！ 

 

法対象外：気体、 

土砂など(４頁) 

廃  棄  物 

法律の対象 

事業活動から 
発生したか？ 

爆発性、毒性、感染性等に該当するか 
２０種類の産業廃棄物の  
分類に該当するか(7･8 頁) 

業種限定に  
該当するか  

業種限定のある 
産業廃棄物か 

爆発性、毒性、感染性等に該当するか 

一般廃棄物 特別管理一般廃棄物 特別管理産業廃棄物 産 業 廃 棄 物        

 

資源化再利用の一環としてリサイクルが盛んに行われていますが、再利用・リサ

イクルされる物であっても、次の場合は廃棄物の処理となり、委託先が産業廃棄物

処理業の許可を有していることが必要になります。   

○  処理される物の市場価格よりも収集運搬料金と処分料金とを合わせた処理料金

の方が高いため、排出者が差額（処理費）を負担する場合（逆有償）  

○  上記価格と処理料金が同じで、排出者にとって処理費が無料となる場合（無償） 

ただし、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄類、あきびん

類、古繊維)のみを専門に収集運搬又は処分する業者については、今のところ、処

理業の許可は不要です。(該当業者：古物回収金属商・古紙回収業者等）  

次 の よ う な 場 合 は 廃 棄 物 で す 
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４ 産業廃棄物とは(法第２条第４項) 
農業、工業、建設業、商業などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次

表に掲げる２０種類のものです。これら以外のものは事業系の一般廃棄物となります。 
表－１   産業廃棄物の種類 

種     類 具  体  的  な  例 

⑴ 燃 え 殻 
石炭がら、コ－クス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等によ
り泥状のものは汚泥）、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物、煙道等に付
着したすす 等 

⑵ 汚           泥 
メッキ汚泥、工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、 
ベントナイト汚泥等の建設汚泥、上・下水道汚泥、製紙スラッジ、中和汚泥、
ケイ藻土かす、凝集沈澱汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす 等 

⑶ 廃           油 
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油（灯油、軽油、重油)、廃食用油、
廃溶剤（シンナ－、アルコ－ル類）、タ－ルピッチ類等 

⑷ 廃           酸 
廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸(酢酸、蓚酸)、
写真定着廃液､エッチング廃液、ｐＨ７未満の廃液 

⑸ 廃 ア ル カ リ 
廃苛性ソ－ダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液、
金属せっけん廃液、ｐＨ７を超える廃液 

⑹ 廃プラスチック類 

（安） 

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物、塗料
かす(固形状のもの）、廃イオン交換樹脂、廃タイヤ、フィルムシート、接
着剤かす、ビニールロープ、梱包用ＰＰバンド、ポリひも、ポリトレイ等 

⑺ 紙 く ず 
パルプ、紙又は紙加工品製造業・新聞業(新聞巻取紙を使用するもの)・出版
業(印刷出版)・製本業、印刷物加工業より排出される紙、板紙等くず、建設
業より排出される工作物の新築､改築､又は除去に伴って生じた紙くず ※ 

⑻ 木 く ず    

木材又は木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業・物品
賃貸業より排出される木材片、おがくず、バ－ク類等、建設業より排出され
る工作物の新築・改築又は工作物の除去に伴って生じた木くず ※ 
貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために
使用した梱包用の木材を含む)。 

 

⑼ 繊 維 く ず 

 

繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)より排出される木綿くず、羊
毛くず等の天然繊維くず、建設業より排出される工作物の新築・改築又は除
去に伴って生じた繊維くず ※ 

⑽ 動 植 物 性 残 さ 
食料品製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業、香料製造業 
において生ずる動物性又は植物性の残さであって、あめかす、のりかす、醸 
造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 ※ 

⑾ 動物系固形不要物 と畜場及び食鳥処理場において生ずる骨等の残さ ※ 

⑿ ゴ ム く ず (安) 天然ゴムくず（合成ゴムくずは廃プラスチック類に分類） 

⒀ 金 属 く ず (安) 切削くず、ダライ粉、空き缶、スクラップ等 

⒁  ガラスくず、コン 
クリートくず及び
陶磁器くず（安) 

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くず、破損ガラス、
シポレックスかす、生コン残渣の脱水固化物等 
○コンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。 

⒂ 鉱 さ い 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす等 

⒃ が れ き 類 

（安） 

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリ－トの破片、その他各 
種の廃材の混合物を含むもの(コンクリート・アスファルトの破片等) 
なお、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除く。 

⒄ 動 物 の ふ ん 尿 畜産農業より排出される牛、馬、豚等のふん尿 ※ 

⒅ 動 物 の 死 体 畜産農業より排出される牛、馬、豚等の死体 ※ 

⒆ ば い じ ん 

（ ダ ス ト 類 ） 

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃プラスチ 
ック類・その他の産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって 
集じん施設(乾式、湿式)によって捕集されたもの 

⒇  処分するために処 
理したもの(政令第     
２条第 13号廃棄物) 

⑴～⒆に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これら 

の産業廃棄物に該当しないもの（コンクリ－ト固型化物など） 

注) (安)は、安定型埋立処分場への埋め立てが可能な産業廃棄物を示します。（例外規定あり） 

    ※は、表記の業種以外の業種から排出されるものは、事業系の一般廃棄物となる。 
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５ 特別管理産業廃棄物とは（法第２条第５項）  
法では「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は

生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃

棄物」として区別しており、取り扱いには特に注意を要します。  
平成２８年法改正において、廃水銀等が特別管理産業廃棄物に指定されました。 
また、平成１６年法改正において、硫酸ピッチが指定有害廃棄物として指定さ

れより厳しい基準が設けられています。  
事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理を適切に行わせるため、「特

別管理産業廃棄物管理責任者」を置く必要があります。  
 
  表－２  特別管理産業廃棄物の種類（施行令第２条の４） 

備考 ＰＣＢとは、ポリ塩化ビフェニルの略称 

種   類 性 状 及 び 具 体 例 

⑴ 廃     油 揮発油類、灯油類、軽油類（引火点が 70℃未満の燃焼しやすいもの） 

⑵ 廃     酸 
腐食性を有するｐＨ２以下の酸性廃液 
［例：廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸］ 

⑶ 廃アルカリ 
腐食性を有するｐＨ１２.５以上のアルカリ性廃液 
［例：苛性ソーダ廃液、苛性カリ廃液、石灰廃液］ 

⑷ 感 染 性 
産業廃棄物 

医療機関等から排出される産業廃棄物のうち、感染性病原体を含む 

血液や体液等の付着したもの、又はそのおそれのあるもの 
ただし、ガーゼや包帯等は感染性一般廃棄物に該当します。 
（医療機関等とは、病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、 

 助産所、感染性病原体を取り扱う施設等をいう。） 

⑸ 特定有害産業廃棄物 

 
廃ＰＣＢ等 

廃ＰＣＢ(原液)及びＰＣＢを含む廃油 

［例：トランス、コンデンサ等から取り出したＰＣＢ原液、熱媒体、潤滑油］  

ＰＣＢ汚染物 

① ＰＣＢが塗布、又は染み込んだ汚泥、紙くず・木くず・繊維くず 

［例：感圧紙、ＰＣＢを拭き取った布(ウエス)、漏洩場所の建材］ 
② ＰＣＢが付着、又は封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器く 
ず、がれき類 

［例：トランス、コンデンサ、リアクトル、蛍光灯の安定器、絶縁テープ］ 

ＰＣＢ処理物 
廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ汚染物を処分するために処理したにもかかわら 

ず、ＰＣＢが判定基準値を超えるもの（表－５） 

廃水銀等 

① 特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 

② 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製

品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 

③ 廃水銀等を処分するために処理したもの（環境省令で定める基準（表

-６）に適合しないもの） 

廃 石 綿 等      

① 建築物、工作物、構築物等から除去された飛散性の吹き付け石綿、 

石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材及びその除去工事から排出され 

るプラスチックシ－ト等で石綿が付着しているおそれのあるもの 
② 大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設から生じた石綿で、 

集じん装置で集められた飛散性のもの及び石綿が付着している廃棄物 

重金属類等 
を 含 む 
産業廃棄物 

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準（環境省令）」(次頁表－４)の

基準値を超える有害物質を含むもの 

ダイオキシ 
ン類を含む 
産業廃棄物 

「ダイオキシン類を含む産業廃棄物に関する基準」(次頁表－４)の基準

値を超えるダイオキシン類を含むもの 
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表－３ 指定有害廃棄物の種類（施行令第１５条） 

種   類 性 状 及 び 具 体 例 

硫酸ピッチ 
廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であって、著しい腐食性（pH２以下）

を有するもの 
 
表－４ 特別管理産業廃棄物に関する基準（金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準） 

備考１ 対象は、廃棄物処理法「令別表第３」に掲げる施設から排出されるもの 
２ ダイオキシン類で※１の基準は、含有基準 
３ ダイオキシン類で※２の基準は、鉱さいを除く。 
４ 1,4‐ジオキサンで※３の基準は汚泥、ばいじん及びこれらの処理物とする。  

表－５ 特別管理産業廃棄物に関する基準（規則第１条の２第４項） 

 

表－６ 特別管理産業廃棄物に関する基準（規則第１条の２第６項） 

   
廃棄物名 

 
分析項目 

燃え殻、鉱さい、 
ばいじん及び 
これらの処理物 

(溶出 ㎎／ℓ ) 

汚 泥 及 び 

これらの処理物 

(溶出 ㎎／ℓ ) 

廃     酸、 

廃 ア ル カ リ 

(含有 ㎎／ℓ ) 

 

廃  油 

 

 

アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと  
廃溶剤であって 

以下のものに限

る。 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

1,2-ジクロロエタン 

1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 

1,3-ジクロロプロペン(D-D) 

ベンゼン 

1,4‐ｼﾞｵｷｻﾝ 

 

総水銀 ０.００５ ０.００５ ０.０５ 

カドミウム ０.０９ ０.０９ ０.３ 

鉛 ０.３ ０.３ １ 

有機リン － １ １ 

６価クロム １.５ １.５ ５ 

砒 素 ０.３ ０.３ １ 

ポリ塩化ビフェニル － ０.００３ ０.０３ 

シアン － １ １ 

トリクロロエチレン － ０.１ １ 

テトラクロロエチレン － ０.１ １ 

セレン ０.３ ０.３ １ 

ジクロロメタン － ０.２ ２ 

四塩化炭素 － ０.０２ ０.２ 

1,2-ジクロロエタン － ０.０４ ０.４ 

1,1-ジクロロエチレン － １ １０ 

ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン － ０.４ ４ 

1,1,1-トリクロロエタン － ３ ３０ 

1,1,2-トリクロロエタン － ０.０６ ０.６ 

1,3-ジクロロプロペン(D-D) － ０.０２ ０.２ 

チウラム － ０.０６ ０.６ 

シマジン( C A T ) － ０.０３ ０.３ 

チオベンカルブ(ベンチオカーブ) － ０.２ ２ 

ベンゼン － ０.１ １ 

1,4‐ジオキサン － ０.５※３ ５ 

ダイオキシン類※１ ３ng／ｇ※２ ３ng／ｇ １００pg／ℓ  

Ｐ Ｃ Ｂ 処 理 物 

廃 棄 物 の 種 類 基     準 
廃 油 ０.５mg／Kg 
廃酸、廃アルカリ ０.０３mg／ℓ  

廃プラスチック類、 
陶磁器くず、金属くず 

･付着又は封入していないこと 
･付着していないこと 

・洗 浄 液  ０.５mg／㎏ 
・拭き取り物 ０.１㎍／１００㎠ 
・切り取り物 ０.０１mg／㎏ 

そ の 他 (検液として) ０.００３mg／ℓ  

廃 水 銀 処 理 物 
水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること。 
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６ 事業者の責務 

  事業者は、その製造活動等を通じて、廃棄物の発生の抑制や自らの製造工程を通じ

た副産物の再利用・再資源化に努めるとともに、廃棄物を発生する場合には、排出者

負担の原則(PPP※)に基づき、廃棄物が適正に処理されるまでの責任を持たなければな

りません。（※PPP：Polluter Pays Principle の略 環境汚染防止のコスト（費用）は、

汚染者が支払うべきであるとの考え方） 

  また、近年の容器包装リサイクル法、家電リサイクル法の施行にみられるように、

使用済製品が廃棄物となった場合に、製造者に一定の処理責任を負わせる制度(拡大生

産者責任(EPR)の原則)により、使用済製品の回収、リサイクル、適正処理促進に向け

て必要な措置を講じなければなりません。 

ここでは、事業者に課せられている責務について説明します。 
 

⑴ 事業者の責務（法第３条） 
ア   適正処理･自己処理責任の原則 

事業者は、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物を自らの責任で適正に処理

しなければなりません。特に、産業廃棄物については、自ら処理することが原則

です。 

イ   資源化再利用・減量化の努力 

事業者は、廃棄物を資源として再生利用することに積極的に努めるとともに、

脱水・焼却等の中間処理による減量化に努めなければなりません。 
ウ   処理困難物の発生の防止 

事業者は、製造・加工・販売等に際して製品・容器等が廃棄物となった場合に

処理の困難性を自ら評価し、その適正な処理が困難にならないよう、また、廃棄

物の適正な処理について情報の提供をしなければなりません。 

エ 国・地方公共団体の施策への協力 
事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関して、国・地方公

共団体の施策に協力しなければなりません。 
 

⑵   産業廃棄物の処理に係る排出事業者の責務（法第１２条） 
産業廃棄物は通常、事業場内保管→収集運搬→中間処理→最終処分という流れで

処理が行われます。 
排出事業者は、自らの産業廃棄物が生活環境の保全上支障が生じないよう適正に

処分されるまで、責任を持って処理にあたる必要があります。 

また、その処理にあたっては、産業廃棄物の減量化を図るため、できる限り再利

用するとともに、再利用できるよう中間処理を行うことが大切です。 
ア  各種基準の遵守   

・ 産業廃棄物の処理に先だって、廃棄物を適正に保管しておく必要があります。 
保管については、産業廃棄物の保管基準が定められており、この基準に従い保

管しなければなりません。（１１頁を参照） 

・ 産業廃棄物の排出事業者は産業廃棄物の処理を自ら行わない場合は、産業廃棄

物処理業者に処理を委託することができます。処理を委託する場合の基準として、

産業廃棄物の処理委託基準が定められており、この基準に従い委託しなければな

りません。（１３～１７頁を参照） 

・ 排出事業者が自ら運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物の処理基準に従い
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実施しなければなりません。（２４頁を参照） 

イ 産業廃棄物処理実施計画の策定 

排出事業者が、産業廃棄物の適正処理を推進するためには、管理体制を整備・

充実するとともに、産業廃棄物の発生から最終処分までの各プロセスの現状を的

確に把握したうえで、適正処理を目指した長期的かつ具体的な処理実施計画を立

てる必要があります。 
特に、廃棄物を多量に排出する事業者に対しては、廃棄物の減量や適正処理の

計画を策定し、市長に実施計画書や実績報告書を提出することが法律で義務づけ

られています。その内容や処理実施計画を策定する際の手順については２ ９ ～ ３

１頁に掲げています。これらを参考に、それぞれの事業内容に応じた計画を立て

るなど、適切に対応してください。 

ウ その他の義務 

排出事業者には、市の立入検査、各種報告の徴収、行政処分に従うなど、様々

な義務が法律で課されています。（３５、３６頁を参照） 

なお、建設工事(解体工事を含む。)においては、発注者から直接、工事を請負った

者が排出事業者となり、下請け業者が産業廃棄物の処理に関わる場合は、当該下請け

業者は産業廃棄物処理業の許可が必要になります。建設廃棄物の適正処理については、

「建設工事現場から排出される建設廃棄物の適正処理のために」（４１頁）を参照して

ください。 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

廃棄物の処理とは、排出から分別、保管、収集運搬、中間処理、最終処分までの

一連の処理をいいます。 
中間処理とは、無害化、減量化、安定化などを目的に最終処分に先立って行う操

作加工等（焼却・溶融・脱水・破砕等）のことをいいます。 
また、最終処分には、最終的に廃棄物を自然界へ還元する「埋立処分」、「海洋投

入処分」や有価物として原材料等に再利用する「再生」があります。 
 

 
 

 

処  理  

最 終 処 分  

中 間 処 理  

「 廃 棄 物 処 理 」 と は ？  

埋 立 処 分 

海 洋 投 入 処 分 

再       生 

焼 却 

脱 水 

破 砕 

中 和 

乾 燥 ・その他 

溶 融 

処 理 後

安 定 型 処 分 場 
管 理 型 処 分 場 
遮 断 型 処 分 場 

原 材 料 等 

原 則 禁 止 

有価物と 
して取引 
される物 
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Ⅲ   産業廃棄物の取扱に関する基準 

１ 保管基準（規則第 8 条） 

処理に先だって、産業廃棄物の保管を行う場合は次の基準に従い、生活環境の保

全上支障がないように行わなければなりません。  
特別管理産業廃棄物の保管は、別途基準による。  

⑴ 保管の場所には、周囲に囲いが設けられていること。廃棄物の荷重が直接囲い

にかかる構造である場合には、風圧力、地震力等のほか、構造耐力上安全であり、

変形及び損壊のおそれがないこと。  
⑵ 外部から見やすい箇所に掲示板が設けられていること。  

ア 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示                                   
イ 表示は、白地に黒色の文字で行う等見やすいものとするとともに、雨水等によって汚

損したり、消えたりしないものとすること。        （記載例）  
ウ 保管する産業廃棄物の種類（石綿含有産業廃 

棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばい 
じん等が含まれる場合は、その旨を記載） 

エ 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 
オ 屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管 

の最大積み上げ高さ 
カ 掲示板の大きさは､縦６０㎝以上×横６０㎝以上 

キ 注意事項例には、関係者以外立ち入り禁止、 

許可なく梱包容器等の持出禁止、梱包容器等は 
破損しないよう慎重に取扱うこと等を記載  

⑶ 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪

臭が発散しないよう次の措置を講じること。  
ア 汚水が生じるおそれがある場合は公共の水域及び地下水の汚染を防止する

ために、排水溝等の設備を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。  
イ 産業廃棄物の保管は、屋内又は容器で行うことが原則ですが、やむを得ず

屋外で容器を用いずに保管する場合は、下図に従うこと。   
ウ その他必要な措置   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ 保管施設には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないよ

うにすること。  
⑸ 石綿含有産業廃棄物にあっては、他の物と混合しないよう、仕切り等を設ける

産業廃棄物保管場所  

廃棄物の種類  汚 泥、金属くず 

管理責任者 環境課長 尼崎 太郎 

連 絡 先 環境課(内線)1234 

最大積上高さ  ５ｍ（屋外保管のみ) 

注 意 事 項 

 
・ 
・ 
・ 

 
○ 囲いに接しない場合            ○ 囲いに接する場合 

・囲いの下端から勾配５０％以下   ・囲いの内側２ｍまでは囲いの高さより５０㎝以下 

・囲いの内側２ｍを超える部分は勾配５０％以下 
 

    

 

                                                                 

          

 

 

（注）５０％勾配とは、角度に換算すると約 26.6 度となります。 

2.0m 最大積上高さ 

50%勾配(26.6 ﾟ) 

50%勾配(26.6 ﾟ) 50 ㎝        
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こと。また、覆いを設ける、梱包する等、飛散防止のために必要な措置を講ずる

こと。  
(6) 水銀使用製品産業廃棄物にあっては、他の物と混合しないよう、仕切りを設け

る等必要な措置を講ずること。  

 
 
 
  平成 25 年 10 月の外交会議で採択された「水銀に関する水俣条約」は、水銀及

び水銀化合物の人為的排出から人の健康及び環境を保護することを目的としてお

り、採掘から流通、使用、廃棄に至る水銀のライフサイクルにわたる適正な管理

と排出の削減について定めています。  
  これを受け、水銀廃棄物が環境上適正な方法で管理されるよう、平成 29 年に廃

棄物処理法の改正が行われ、水銀汚染物のうち、特別管理産業廃棄物に該当しな

い廃棄物で、下図の条件に該当するものが「水銀含有ばいじん等」として定めら

れました。また、水銀ボタン電池、蛍光ランプ、水銀血圧計や水銀体温計など、

水銀が製品の中に入っているものが新たに水銀使用製品産業廃棄物として分類さ

れました。  
これらについては通常の産業廃棄物の措置に加え、新たに以下の措置等が必要

となります。  
①  破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分

して収集・運搬及び保管すること。  
②  「水銀含有ばいじん等」又は「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処

分の許可を受けた事業者に委託すること。  
③  水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可

能な事業者に委託すること。  

 
 

水銀廃棄物ガイドライン(環境省平成 29 年 6 月)より 

水銀廃棄物とは 
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２   委託基準（施行令第６条の２、規則第８条の２の８～第８条の４の４） 

事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託しようとするときは、次の基準に従い実施

してください。 

⑴ 委託業者 

他人の産業廃棄物の処理を業として行うことができる者であって、委託しようとす

る産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれている者に委託すること。 

⑵ 委託契約 

産業廃棄物処理は、書面による委託契約を締結して委託しなければならず、また、

委託契約書には、次の事項に関する条項が含まれているとともに、必要な書面を添付

することが必要です。   

① 委託する産業廃棄物の種類及び数量 

② 運搬を委託するときは、運搬の最終目的地 

③ 処分又は再生を委託するときは、その処理の場所の所在地、その処理の方法及び

その処理に係る施設の処理能力 

④ 処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第１５条の４の５第

１項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 

⑤ 最終処分以外の処分を委託するときは、最終処分の場所の所在地、最終処分の方

法、最終処分に係る施設の処理能力 

⑥ 委託契約の有効期間 

⑦ 委託者が収集運搬又は処分の受託者へ支払う料金 

⑧ 受託者の事業の範囲 

⑨ 運搬受託者が当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所の所在

地、保管できる産業廃棄物の種類、保管の上限 

⑩ 運搬受託者が安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合においては、他の産

業廃棄物と混合することの許否に関する事項 

⑪ 委託者の有する産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する

情報 

ｱ) 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

ｲ) 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項 

ｳ) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

ｴ) 対象機器（※）であって、日本産業規格(C0950)に規定する含有マークが付され

ているものは、当該含有マークの表示に関する事項（※対象機器：パソコン、エ

アコン、テレビ、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電機洗濯機） 

ｵ) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれ

る場合は、その旨 

ｶ) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平

成１１年法律第８６号）第２条第５項に規定する第１種指定化学物質等取扱事業

者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第２項に規定する第１

種指定化学物質（同法第５条第１項の規定により第１種指定化学物質等取扱事業

者が排出量及び移動量を把握しなければならない第１種指定化学物質に限る。）

が含まれ、又は付着している場合（廃棄物の重量に占める第１種指定化学物質の
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割合が１％（特定第一種指定化学物質の場合は 0.1％）以上である場合）には、

その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量

又は割合 

ｷ) その他取り扱う際の注意事項 

書面による情報提供については、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第３版)」(環境省

令和７年（２０２５年）１２月)の「廃棄物データシート(WDS)」を参照してください。（様式

は５６～５７頁参照） 

⑫ 委託契約の有効期間中に前項の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項 

⑬ 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 

⑭ 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項 

⑮ 委託契約の区分に応じ、許可証の写しなど委託しようとする産業廃棄物の処理が

その事業の範囲に含まれることであることを証する書面を添付すること。 

※ なお、受託者が受託業務の全部又は一部を他人に再委託する場合は、委託者の書 

面による承諾が別途必要です（ただし、再委託は原則禁止です。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶   産業廃棄物の処理を委託する場合の手順 

ア 許可内容の確認 

①  委託しようとする業者が許可を有しているか確認する。 

許可証の提示を求めるか、又は関係都道府県・政令市の産業廃棄物担当部局の

ホームページ等で許可の有無を確認してください。(許可証の見本：４０頁を参照) 

尼崎市内で、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を委託す

る場合には、尼崎市長の許可を取得している処理業者でなければなりません。 

なお、法改正により平成２３年４月からは、兵庫県知事の許可を取得している

収集運搬業者（尼崎市内で積替え・保管を行うために尼崎市長の許可を取得して

いる者を除く。）にも収集運搬を委託することができるようになりました。 

その他の地域も関係する場合には、そこを管轄する都道府県知事（政令市長）

の許可も取得していることが必要です。 

 

 

 

 

産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分） 

を”自己処理の原則”に従って行わなければなりませんが、適正な処理 

費用を負担したうえで、適正に処理する能力を持つ他人に処理を委託す 

ることも認められています。 

ただし、この場合でも自らの産業廃棄物が適正に最終処分されたこと 

を確認する必要があります。  
 

処 理 委 託 と は ？ 
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② 許可の種類が委託内容に合っているか確認する。 

産業廃棄物処理業の許可は、その事業の内容によって区分されています。 

産業廃棄物処理業の許可の種類は、次の表のとおりです。 

表－６ 産業廃棄物処理業の許可の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

許可業者には、許可証が交付されていますので、その許可証を見て、許可の種

類が委託業務の内容に合っているか確認してください。なお、業者と書面により

委託契約を結ぶ際は添付書類として許可証の写しが必要です。 
 

③ 事業の範囲が委託内容に合っているか確認する。 

許可証には事業の範囲が明示されています。許可証の事業の範囲には、許可を

受けている処理業の内容と取り扱える産業廃棄物の種類が記載されています。 

委託しようとする廃棄物の収集運搬や処分が事業の範囲に含まれているか、ま

た、処理方法、処理施設の能力等が適切か確認してください。 

④ 許可の期限が有効か確認する。 

産業廃棄物処理業の許可には、法令に基づき新規及び更新許可日から起算して

５年（優良産業廃棄物処理業者の場合は７年）の期限がついています。   
 

イ 能力等の確認  

委託しようとしている産業廃棄物を適正に処理することができるか確認する。 

収集運搬や処分を実施するために必要な人員・器材(運搬方法等)、中間処理施設、

埋立処分場の処理能力、稼働状況、維持管理状況等を現地確認などによりチェック

してください。 

 
 

産業廃棄物処理業の許可の種類 

収
集
運
搬
業 

産業廃棄物 
積替え・保管を含まない 

積替え・保管を含む 

特別管理産業廃棄物 
積替え・保管を含まない 

積替え・保管を含む 

処

分

業 

産業廃棄物 
中間処理業（破砕・焼却等） 

最終処分業（埋立処分等） 

特別管理産業廃棄物 
中間処理業（溶融・中和等） 

最終処分業（埋立処分等） 

 

 

廃棄物の積込場所                   廃棄物の運搬先 

 

 

 

 

都道府県知事 

又 は 
政令市長の 
許 可 取 得 

運搬中 に 
通過す る 
だけの地域 
許 可 不 要 

都道府県知事 

又 は 
政令市長の 
許可取得 

 

 

事業を行う場所 

都道府県知事 
又 は 

政令市長の 
許可取得 

収 集 運 搬 業 者  処 分 業
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ウ   書面による委託契約 

収集運搬及び処分の委託契約をそれぞれ書面で行う。 

処理を委託する場合には、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者とそれぞ

れ別々に書面で委託契約(２者契約)を行うことが必要です。 

従って、３者契約(排出事業者・収集運搬業者・処分業者が一つの契約書で委託

契約を行っているもの。)は法の要件を満たしていませんので、改めて別々に２者

契約を結び直してください。 

契約書には、前記（１３頁の２⑵委託契約）を参考にして、必要な事項を明記し

てください。また、契約書には、許可証の写しを添付しなければなりません。 

標準的な契約書の見本を４３～５５頁に掲載していますので参照してください。 

なお、委託契約書は契約終了日から５年間保存することとなっています。 

 

エ   委託処理の実施 

産業廃棄物を引き渡し、管理票を交付する。 

収集運搬を委託した業者に産業廃棄物を引き渡すと同時に必要事項を記載した

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、控えを５年間、保管してください。 

なお、管理票制度(マニフェストシステム)については、１８頁を参照してください。 
 

オ   処理の確認・点検 

委託業務の各過程が確実に実施されているか確認する。 

収集運搬業者及び処分業者から返送されてきたマニフェスト(写し)等により委

託業務が適正に実施されているか確認し、マニフェスト(写し)を整理し、５年間保

存してください。 

平成１３年４月から、排出事業者は委託した産業廃棄物が埋立等により最終処分

されたことを確認するところまでの義務が拡大されましたので、注意してください。 

また、長期にわたり継続的に処理を委託する場合も、委託先において契約どおり

に適正な処理がされているか、処分場の残余容量が十分か等について、適宜、排出

事業者自らが点検し確認するようにしてください。（法改正により平成２３年４月か

らは排出事業者に対する「処理状況に関する確認」の努力義務が明確化されたこと

により、現地確認を年１回程度実施されることを推奨します。）                      

なお、マニフェスト(写し)が返送される仕組みや返送されなかった場合の措置等

については、「マニフェストシステムについて(１８～２３頁)」を参照してくださ

い。 
 

カ 処理実績等の報告 

一定量以上の産業廃棄物が発生した事業者(多量排出事業者)などは、法令の規定

や行政機関からの求めにより、処理計画等を報告する必要があります。 

○ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)   １,０００トン以上 

○ 特別管理産業廃棄物                   ５０トン以上 
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産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を受託して実施する場合も産業廃

棄物処理基準は適用されます。基準に適合しない廃棄物の処理が行われたた

め生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる場合に

は、処理業者だけでなく排出事業者にも、支障を除去するための必要な措置を

行うよう命令されることがあります。 

従って、委託する排出事業者においても、処理基準を十分に理解し､基準に適

合した廃棄物の処理が行われるよう、委託業者の処理をチェックしておくことが大

切です。  

 

委託業者が違法行為をしたとき 
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事業所から排出される産業廃棄物は、法律上は２０種類ですが、同じ種類

の廃棄物でも原材料、製造工程等の違いにより、成分・性状は様々で、その

処理の方法も多種多様です。  

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、その産業廃棄物がどの

ような性状を有するのかを十分に把握し、委託業者（収集運搬業の許可を有

する者や、処分業の許可を有する者）に正しく伝えること、そして処理終了

後は、処理が適正に行われたことを確認することが必要です。この役割を担

うのが産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)です。  

産業廃棄物管理票制度(以下「マニフェストシステム」という。)とは、排

出事業者が産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に、マニフェストに産

業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入して、委託業者（収集

運搬業者又は処分業者）に交付し、処理終了後に委託業者(収集運搬業者又

は処分業者 )から必要事項を記載したマニフェストの写しを受け取ることに

より、産業廃棄物の処理状況の確認ができる仕組みのことです。   

また、紙によるマニフェストシステムの他に、電子情報処理ネットワーク

を利用した電子マニフェストシステムが使用できるようになっています。  

なお、廃棄物処理法の改正により、2020 年 4 月 1 日からは、前々年度の特

別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く。以下同じ。)の発生

量が 50 トン以上である事業場を設置している事業者が、当該事業場から生

ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、電子マ

ニフェストの使用が義務付けられます。 

次頁から、マニフェストシステムの仕組みと、その利用方法について説明し

ます。  

 

 

マニフェストシステムの例外  

産業廃棄物の処理を委託する場合には、通常、上記のように管理票を交付しなけれ

ばなりません。ただし、法の中で交付義務の適用が一部除外されている場合があり

ます。具体的には、 

①  国、都道府県又は市町村に処理を委託する場合 

②  もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処理を業として行う者に、その

廃棄物のみの処理を委託する場合などが対象外として定められています。 

詳しくは、法施行規則第８条の 19 をお読みください。 

  

管理票制度（マニフェストシステム）について  
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管理票（以下「マニフェスト」という。）は７枚複写（又は８枚の積替え保管用）の

票からなっていますが、使い方はとても簡単です。必要事項を記入し、確認すること

により、廃棄物の処理が把握できる仕組みになっています。  

また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごと及び引き渡しごとに交付しなければな

りません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           

         管理票制度（マニフェストシステム）のしくみ 
 

 

 

           産業廃棄物の          産業廃棄物の 

          引き渡し時に交付        引き渡し時に回付              

         受領印           受領印  

                                                          

 

                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                

終了報告 
                 

    排出事業者が保存(５年間)                中間処理業者が保存(５年間) 

                   収集運搬業者が保存(５年間）   

             運搬終了後に返送 

        

排出事業者が保存(５年間)                    中間処理終了後に返送 

               収集運搬業者が保存(５年間)  
                         

                                   中間処理終了後に返送  

排出事業者が保存(５年間) 

                            中間処理後物の最終処分終了の確認後に返送 

 

 排出事業者が保存(５年間)  
 

備考１ 排出事業者とは、事業活動に伴って産業廃棄物を発生させる事業者のことです。 
２ 収集運搬業者とは、許可を持って産業廃棄物を運ぶ業者のことです。 
３  中間処理業者とは、許可を持って産業廃棄物を焼却・破砕等の中間処理を行う業者のことです。  

 ４ 中間処理後の産業廃棄物は、中間処理業者が排出事業者の立場になります。 

Ｂ１票 

Ｃ２票 

Ｃ１票 

排出事業者 

 

Ｅ票 

 Ｄ票 

Ｃ２票 

Ｃ１票 

Ｂ２票 

Ｂ１票 

Ｅ票 

 Ｄ票 

Ｃ２票 

Ｃ１票 

Ｅ票 

 Ｄ票 

Ｃ２票 

Ｃ１票 

Ｂ２票 

Ｂ１票 

Ａ票 

廃棄物 廃棄物 処理後廃棄物 

最
終
処
分
業
者 

収集運搬業者 

  

中間処理業

 
中間処理後物 
の最終処分終 
了を確認する 
まで保管 

Ｅ票 

 

中間処理業者 

Ｂ２票 

Ｄ票 

Ｅ票 
 

Ａ票 

管理票（マニフェスト）の流れ 
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廃棄物の処理の手順に従ってマニフェストの使い方を説明します。 

１ 産業廃棄物を引き渡す時 
⑴ 排出事業者は、７枚複写のマニフェストに必要事項を記載し、署名します。 
⑵ 排出事業者は、廃棄物の引渡し時に収集運搬業者に７枚のマニフェストを交付し

ます。 
⑶ 排出事業者は、交付したマニフェストの控えとして収集運搬業者の署名又は捺印

したＡ票を受け取ります。 
⑷  排出事業者は、Ａ票を５年間保存します。  

２   運搬が終了した時 
⑸ 収集運搬業者は、必要事項を記載し、処分業者に産業廃棄物とともにマニフェス

トを渡します。 

⑹ 収集運搬業者は、処分業者に産業廃棄物を引き渡した確認として、処分業者の署

名又は押印したＢ１票とＢ２票を受け取ります。 

⑺ 収集運搬業者は、Ｂ１票を５年間保存します。 

⑻ 収集運搬業者は、Ｂ２票を排出事業者へ運搬終了後１０日以内に送付します。 

⑼ 排出事業者は、Ｂ２票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、５年間保存しま

す。 

⑽ 排出事業者は、引き渡し後９０日（特別管理産業廃棄物は６０日）以内にＢ２票が

送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書(５

８～５９頁)により、状況等を市長へ報告します。 

 
 
 
３ 処分が終了した時          

⑴ 処分業者は、必要事項を記載し、Ｃ２票を収集運搬業者へ、Ｄ票を排出事業者へ処

分終了後１０日以内に送付します。 

⑵ 収集運搬業者は、Ｃ２票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、５年間保存し

ます。 

⑶ 排出事業者は、Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票を照らし合わせ、運搬及び処分が終了したこと

を確認します。 

⑷ 排出事業者は、Ｄ票に受け取った日付を記入し、５年間保存します。 

⑸ 排出事業者は、引き渡し後９０日（特別管理産業廃棄物は６０日）以内にＤ票が送

付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書(５８

～５９頁)により、状況等を市長へ報告します。 

⑹ 処分業者は、中間処理により生じた中間処理産業廃棄物（例：焼却処理後の燃え

殻・ばいじん、破砕処理後の廃プラ類・がれき類等）を、最終処分業者等に新たに

７枚複写のマニフェストを交付し、委託します。  

⑺ 処分業者は、全ての委託先から最終処分を終了した旨が記載されたＥ票（処分業

者が交付したもの）の送付を受けた後、Ｅ票（排出事業者が交付したもの）に必要

事項を記載し、１０日以内に排出事業者へ送付します。 

⑻ 排出事業者は、Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を照らし合わせ、最終処分が終了したこ

とを確認します。 

ケース１（処分を中間処理業者に委託している場合） 

マニフェストの使い方 
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⑼ 排出事業者は、Ｅ票に受け取った日付を記入し、５年間保存します。 

⑽ 排出事業者は、引き渡し後1 8 0日(特別管理産業廃棄物も1 8 0日)以内にＥ票が送

付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書(５８

～５９頁)により、状況等を市長へ報告します。 
 
 

 
４ 処分が終了した時        

⑴ 処分業者は、最終処分の終了等必要事項を記載し、Ｃ２票を収集運搬業者へ、Ｄ

票・Ｅ票を排出事業者へ処分終了後１０日以内に送付します。 

⑵ 収集運搬業者は、Ｃ２票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、５年間保存

します。 

⑶ 排出事業者は、Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を照らし合わせ、運搬及び処分が終了し

たことを確認します。 

⑷ 排出事業者は、Ｄ票・Ｅ票に受け取った日付を記入し、５年間保存します。 

⑸ 排出事業者は、引き渡し後９０日（特別管理産業廃棄物は６０日）以内にＤ票・Ｅ

票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告

書(５８～５９頁)により、状況等を市長へ報告します。 

※廃棄物処理法でいう「最終処分」には、埋立処分及び海洋投入処分だけではなく、

再生が含まれます。中間処理によって発生する処理後物の全てが有価物として再生利

用される場合も、最終処分（再生）となるため、注意してください。 

⑹ 年度が終了した時 

排出事業者は、法第 12 条の 3 第７項に基づき、前年度のマニフェストの交付状況

を整理・集計し、産業廃棄物管理票交付等状況報告書（６０頁）により、６月３０

日までに市長へ報告します。（ただし電子マニフェストをご使用された分についての

報告は不要です。） 
 

５   マニフェストの入手方法と書き方 
マニフェストは、法で様式が定められていますが、産業廃棄物全般に対応したもの

や特定の産業廃棄物に対応したものなどを業界団体等が発行しています。（市役所では

販売していません。） 
  一例として、公益社団法人全国産業廃棄物連合会が発行しているマニフェストの入

手方法を下記に、記入例（廃プラスチック類の処理委託例）を次頁に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケース２（処分を最終処分
※

業者に委託している場合） 

 
 

  

一般社団法人兵庫県産業資源循環協会 阪神支部で頒布（有償）しています。 

〒660-0051 尼崎市東七松町１－１５－２１ 岡本ビル ２階 

ＴＥＬ  ０６－６４８９－１６５４（御来所前に必ずお電話ください） 

 

また、建設系廃棄物のマニフェストは兵庫県建設業協会 尼崎支部で頒布(有償)しています。 

〒660-0862 尼崎市開明町２－１１ 神鋼建設ビル ４０５ 

ＴＥＬ   ０６－６４８０－８３２２ 

管理票（マニフェスト）の入手方法 



                         

                                                                               

                                                                                                                                                            

                                    

                                                                       
Ｃ／Ｄ

１

□ 0100 燃えがら □

□ 0200 汚泥 □

□ 0300 廃油 □

□ 0400 廃酸 □

□ 0500 廃アルカリ □

□ 0600 廃プラスチック類 □

□ 0770 紙くず □

□ 0800 木くず □

□ 0900 繊維くず □

□ 1000 動植物性残さ □

□ 1100 ゴムくず □

□

□
□

積

 
替

 
え

運 搬

終了年月日 平成　 　  年　 　 月　  　日

（受託者の氏名又は名称）

1600 家畜のふん尿

　　環 境　太 郎

   焼却
 備考・通信欄

　　㈱ □△環境運輸
運
搬
先
の
事
業
場

（

処
分
事
業
場
）

　名称／所在地／電話番号　　      　　    　　　　（委託契約書記載の場所にあっては委託契約書記載の番号）

（運搬担当者の氏名）

（処分担当者の氏名）

（受託者の氏名又は名称）

　　兵庫県◇□市◇□町○－○－○○

 荷姿

　バラ
7425 廃油（有害）

7424 燃えがら（有害）

 名称

 所在地　〒　　　　  　　　　　　　電話番号

 名称（

排
出
事
業
場
）

 数量（及び単位）

　　○ ○ 工 業 ㈱ 尼 崎 工 場

　尼崎市△▽町２丁目３番４号

 住所　〒６６０－８０５１　電話番号　０６－６４８９－６３１０

交付年月日 整理番号02006012345交付番号令和7年3月10日

事
　
業
　
者

（

排
出
者
）

産
　
業
　
廃
　
棄
　
物

□

中 間 処 理

産業廃棄物

　発行元：公益社団法人 全国産業資源循環連合会

行った場所

最 終 処 分
の 場 所

運
搬
受
託
者

処分の受託

最終処分を

（直行用）

処
分
受
託
者

  Ｄ　票　 平成　  　  年 　 　　月 　   　日

  Ｅ　票　 平成  　　  年 　 　　月 　   　日

最 終 処 分

 平成　   　年　　  月　   　日終了年月日

  Ｂ２票　 平成　   　 年  　  　月   　　 日
照

合

確

認

　　□◎産廃処理㈱

　　尼崎市□△町○丁目○番○号 　　兵庫県◇□◇郡△▽町○番地

 平成　　   年　 　 月 　 　日終了年月日

処 分

　　○ ○ 工　業　㈱

産業廃棄物管理票 （マニフェスト） Ａ票

 所在地　〒661-4567  　電話番号　０６－６４８９－６３００

印

   尼崎市○△町１丁目２番３号
□　種類（特別管理産業廃棄物）

事
　
業
　
場

 氏名又は名称

交付担当者
 氏名

　　　　　　□　種類（普通の産業廃棄物）

1200 金属くず

1300 ガラス・陶磁器くず

1400 鉱さい

□

□

□

1500 がれき類

□

□

□

7423 鉱さい（有害）

 住所　〒６○○－○○○○　　電話番号　０７○○－○○○－○○○○

□

□

 当欄記載のとおり

 住所　〒６６１－○○○○　　　電話番号　０６－６○○○－○○○○

 氏名又は名称

7440 廃水銀等

　□◎産廃処理㈱　　△▽中間処理工場

□□

□

7000 引火性廃油

7010 引火性廃油（有害）

7100 強酸

7110 強酸（有害）

 住所　〒６○○－○○○○　　電話番号　０７○○－○○－○○○○

□

 名称

7429 ばいじん（有害）

7430 13号廃棄物（有害）

7428 廃アルカリ（有害）

□

 処分方法

7421 廃石綿等

 有害物質等

△△△△

7410 PCB等

7200 強アルカリ

 数量（及び単位）
有価物拾集量

 氏名又は名称

□水銀含有ばいじん等

□石綿含有産業廃棄物

又

は

保

管

7422 指定下水汚泥

□  帳簿記載のとおり

□

□

7426 汚泥（有害）

　　  梱包廃材□

□

 産業廃棄物の名称

7427 廃酸（有害）

      ２．５ t　

4000 動物系固形不要物

1700 家畜の死体

1900 13号廃棄物

7210 強アルカリ（有害）

7300 感染性廃棄物1800 ばいじん

  管理票交付者（処分委託者）の氏名又は名称及び管理票の交付番号（登録番号）

  名称／所在地／電話番号

◎○環境整備センター▽▽埋立処分場
　尼崎市◇◇町地先　０６－○○○○－○○○○

□水銀使用製品産業廃棄物

運搬の受託

 委託契約書記載のとおり

 当欄記載のとおり

□

         受領印

□特定産業廃棄物

運搬に際しては○○に注意し、
焼却に際しては◇◇に注意すること。

□

６　産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
　　産業廃棄物を排出する事業者(中間処理業者を含む）は、廃棄物処理法第１２条の３第７項に基づき、
　事業場ごとに、その年の６月３０日までに、前年度１年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等
　の状況（廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等）を市長に提出しなければなりません。
　(様式第３号、60頁参照）

　　     管理票（マニフェスト）の記入例

排
出
事
業
者
控

         受領印

□

□

管理票を交付し
た年月日を記
入する。

あらかじめ印刷
してある。

チェックディジット（コン
ピュータへの入力等のエ
ラーチェックに利用）

排出事業者の名
称・住所等を記入
する。

交付担当者の
氏名を記入し、
捺印する。

委託する廃棄物の
種 類にチェックを入
れる。

委託する廃棄物の
重量又は容量を記
入する。

管理票は廃棄物
の種類ごとに交
付する。

Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票が返
送されてきた段階で、
内容を確認し、日付を
記入する。

処分先まで運搬する間

に、積替えや保管を行う

委託内容の場合に記入

する。

中間処理業者が中間処理産業廃棄物を処理委託す
るときに記入する欄です。（元の排出者に関する情
報を記入し、廃棄物の流れを管理します。）

運搬受託者の名
称・住所等を記入
する。

処分受託者の名

称・住所等を記入

する。

委託した廃棄物が
最終処分（埋立・再
生等）される場所の
名称 ・所在地等を
記入する。

廃棄物を受託 した

際、会社名と担当

者名を記入し、捺印

する。

運搬先事業場（処分業者）の担
当者が廃棄物を受託した際、会
社名 と担当者名を記入し、捺印
する。（Ｂ１票から記載されてい
る。）

処分業者が受託した廃棄物の最

終処分（埋立・有価物化等）を確

認後、その場所の名称 ・ 所在地

等を記入する。（Ｅ票に記載され

ている。）

運搬業者が廃棄物の
運搬を終了した日付を
記入する。 (Ｂ１票から
記載されている。）

処分業者が廃棄物の
処分を終了した日付を
記入する。（Ｃ１票から
記載されている。）

処分業者が受託した廃棄物
の最終処分（埋立・有価物化
等）を確認後、最終処分され
た日付を記入する。（Ｅ票に
記載されている。）

自社での整理用
に利用する。

廃棄物を排出し
た事業場の名
称・所在地等を
記入する。

運搬業者が廃棄物の中
から手選別 などにより有
価物を分けた場合に、そ
の量を記入する。

特別管理産業廃棄物はこちらの
種類欄にチェック を入れる。

廃棄物の荷姿を記入す
る。（ﾎﾟﾘ容器・ドラム缶２
本・ｺﾝﾃﾅ等）

廃棄物の具体的名称を記
入する。

処分委託先での処分方
法を記入する｡(破砕・中
和・乾燥・埋立等）

特別管理産業廃棄物の
性状や有害性等を具体
的に記入する。

廃棄物の運搬や処分に
際して注意すべき事項等
を具体的に記入する。

委託した廃棄物が実際

に搬入（処分）される事

業場の名称・住所等を記

入する。

石綿などを含有す
る場合は、チェック
を入れる。
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電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、

処分業者の３者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。 
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者

の３者が加入している必要があります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 事務処理の効率化（パターン登録による入力の簡便化、ﾏﾆﾌｪｽﾄの５年間保存が不要）  

 ２ 法令の遵守 (ﾏﾆﾌｪｽﾄの記載漏れがない、処理終了確認期限が近づくと注意喚起 ) 

 ３ データの透明性（情報処理ｾﾝﾀｰによるﾃﾞｰﾀの管理・保存、変更取消等の履歴をｼｽﾃﾑ管理） 

 

＊ 電子マニフェスト利用者は、法第 12 条の 3 第７項に基づく産業廃棄物管理票交

付等状況報告を行う必要はありません。  
 
 
 
 
 
 
 

電子マニフェストについて 

電子マニフェストシステムイメージ図 

 
 
 
              
              

 
  

情報処理

セン ター 

行 政  

排 出 事 業 者  

 

  

処 分 業 者 

収 集 運 搬 業

 

電子マニフェストとは？  

 

加入手続きは、直接、情報処理センター若しくは最寄の産業廃棄物協会に申し

込んでください。 

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター・情報処理センター 

TEL   ０３－５２７５－７０２３／FAX  ０３－５２７５－７１１２ 

                 ホームページ https://www.jwnet.or.jp 

  一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会  
    TEL ０７８－３８１－７４６４／FAX ０７８－３８１－７３５０  

電子マニフェストの加入手続き 

報
告 

報
告
の
徴
収 

電子マニフェストの特徴
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３ 産業廃棄物の処理基準 
 

事業活動に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理する場合は、以下の産業廃棄物処理

基準に従って処理しなければなりません。 

なお、平成１７年４月１日から運搬車を用いて産業廃棄物を収集運搬する場合には、車

両に表示、書面の備え付けが義務づけられました。 

⑴ 収集運搬の基準（施行令第６条第１項第１号） 

ア 収集、運搬を行う車両には、次の事項を車体の両側面に鮮明に表示すること。 

① 産業廃棄物の収集、運搬の用に供する運搬車である旨の表示を行うこと。 
② 事業者の氏名又は名称の表示を行うこと。 

なお、収集運搬の許可業者にあっては、上記のほか統一許可番号(下６桁)を表示

すること。 

 
                            

 

 

 

 
 

 

 
 
  イ 収集、運搬を行う車両には、次の事項を記載した書面を備え付けること。 

① 事業者の氏名又は名称及び住所 

② 運搬する産業廃棄物の種類及び数量 
③ 産業廃棄物の積載日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先 
④ 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先 
※ これらの書面に代えてマニフェストを使用することも可能です。 

なお、収集運搬の許可業者にあっては、マニフェスト及び許可証の写しを備え

付けること。 
  ウ 収集、運搬は次のように行うこと。 

① 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。  

② 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講

じること。 
③ 収集、運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生じるお

それのないよう必要な措置を講じること。 
④ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは産業廃棄物が飛散し、及び流出し、

並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 
エ 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集、運搬を行う場合は、破

砕することのないような方法により、かつ、その他のものと混合するおそれのない

ように他の物と区分して、収集、運搬を行うこと。 
オ 産業廃棄物の積替えを行う場合は、産業廃棄物の保管基準（１１頁を参照）に準じ

て行うこと｡ 

カ 産業廃棄物の収集運搬途上の保管は、次の基準に適合する積替えを行う場合を除

き、行えません。 

 

産業廃棄物収集運搬車 

株式会社ひょうご建設 

自己運搬の場合の表示例 

産業廃棄物の収集運搬の用 
に供する運搬車である旨の 
表記・識別しやすい色の文字 
 

事業者の氏名又は名称 
（個人の屋号のみの表示は不可）

・識別しやすい色の文字 

・車両の両側面に表示が必要 

・マグネットシートや左右が違う位置 

の掲示でも可能 

・「特別管理」の文字は入れなくても 

可能 

5cm以上 

3.2cm 以上 
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① 積替えを行った後の運搬先があらかじめ定められていること。 
② 搬入された産業廃棄物の量が、平均搬出量の７日分を超えないこと。 
③ 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 

⑵   中間処理の基準（再生を含む。）（施行令第 6 条第 1 項第 2 号） 

ア 中間処理は次のように行うこと。 

① 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 
② 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講

じること。 

イ 中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそ

れのないよう必要な措置を講じること。 

ウ 産業廃棄物を焼却する場合は、焼却設備を用いて行うこと。（焼却処理の基準を参

照のこと) 

エ 保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行なうこと。 

オ 保管を行う場合は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分を行うため

やむを得ないと認められる期間を超えて行ってはいけません。 

カ 処理施設での保管容量は、通常の操業状態で処理能力の１４日分（再利用のコン

クリート片(石綿含有産業廃棄物を除く)は２８日分・アスファルト片は７０日分）を

超えないようにすること。 

キ 石綿含有産業廃棄物の処分・再生を行う場合は環境大臣が定める方法により溶

融・無害化処理を行うこと。破砕処理等については原則禁止(ただし、溶融又は無害

化処理の前処理として行う場合は除く。)。 

ク 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処分・再生を行う場合は、水

銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。 

ケ 水銀回収が義務付けられているものの処分・再生を行う場合は、環境大臣が定め

る方法により水銀を回収すること。 

◎焼却処理の基準（施行令第３条第２号イ・施行令第６条第１項第２号イ） 

  平成１３年３月に廃棄物処理法施行規則が改正され、廃棄物を焼却する焼却設備の

構造に関する基準が強化されました。また、平成１６年１０月に基準の一部が改正され

ました。 
  
 １ 産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造（規則第１条の７） 

⑴ 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室

において発生するガス（以下「燃焼ガス」という。）の温度が摂氏８００度以上の状

態で、定量ずつ廃棄物を焼却できるものであること。 

⑵ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 
⑶ 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。 

  なお、廃棄物を１回の投入で燃やし切る方式の焼却設備にあっては、必ずしも必

要ありません。 

⑷ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること｡ 

⑸ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること｡ 

  なお、一つのバーナーで着火装置及び助燃装置の役割を果たす場合については、

必ずしも、新たな助燃バーナーは必要ありません。 
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２   産業廃棄物の焼却設備を用いる場合の焼却の方法（平成９年環境省告示 178 号） 

⑴ 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。 

⑵ 煙突の先端から火炎又黒煙が排出されないように焼却すること。（煙が見えない程

度を示します。） 

⑶ 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 

なお、上記焼却設備を用いて焼却する場合であっても、焼却設備には排ガス処理

設備などの公害防止機器を設置し、適切に維持管理を行う必要があります。 

特に、焼却設備の大きさや能力によっては、廃棄物処理法、ダイオキシン対策特

別措置法、大気汚染防止法などの法令に基づく設置の許可や届出が必要となる場合

がありますので、注意してください。 
 

＜焼却禁止規定＞ （平成１３年４月１日施行）    

◎ 法第１６条の２では、 

  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 

また、平成１５年７月から罰則の強化により不法焼却の未遂行為についても同様に罰

せられることになりました。 

更に、平成１６年５月から５年以下の拘禁刑又は１,０００万円以下の罰金又は併科に

引き上げられました。（法第２５条第１項第１５号 ） 
 

１ 産業廃棄物処理基準等に従って行う廃棄物の焼却   

２ 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 

    (例) 家畜伝染病予防法、森林病害虫等防除法に基づく焼却など 

３ 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境

に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令第 14 条で定めるもの 

⑴ 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 

(例）河川管理のための草木等の焼却、海岸管理のための漂着物の焼却など 

⑵ 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必

要な廃棄物の焼却 

（例）凍結防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など 

⑶ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 

(例) どんと焼き等の地域行事における門松、しめ縄等の焼却など 

⑷ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

(例) 農業者が行なう稲わらなどの焼却､林業者が行なう枝上などの焼却など 

⑸ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 

(例) たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却  
 

注意：焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却であっても、処理基準を遵守しな

い焼却は、改善命令等の行政処分及び行政指導の対象になります。 
         

 

 

 
 

 

５年以下の拘禁刑又は 1,000 
万円以下の罰金又は併科 
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次のような焼却行為は、近隣の生活環境を悪化させ、ダイオキシン

などの有害物質が発生する原因にもなります。 
 

○作業場、建設解体現場で、木片・廃プラスチック・梱包資材をドラ

ム缶等で焼却すること。 

○工場、事務所で、包装資材・厨芥類・事務所ごみを簡易焼却炉で焼

却すること。 

処理基準に合わない廃棄物の焼却は法律で禁止されています 
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⑶   埋立処分の基準（施行令第６条第１項第３号） 
埋立処分は次の基準に従い行わなければなりません。  

表－５ 無害な産業廃棄物の埋立処分の基準等     
 埋  立  処  分  基  準 

共   

通   

基   

準 

１ 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにするとともに悪臭、騒音又は振動によって生
活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講じること。 

２ 埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのない
よう必要な措置を講じること。 

３ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。 
４ 埋立処分を終了する場合には、生活環境の保全上支障が生じないように表面を土砂で覆うこと。 
５ 地中にある空間を利用して、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分をしてはならない。 
６ 安定型埋立処分場では、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入するおそれのないよう受入

展開検査等の必要な措置を講じること。 
７ 周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の埋立処分の場所（有害な産業廃棄物の処分場

である場合はその旨）であることの表示がされている場所で行うこと。 
８ 埋立地からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そ

のおそれがないように必要な措置を講じること。 

個 
    

別 
  

基 
  

 

準 

廃棄物の種類  埋 立 処 分 基 準 処分場 

ゴ ム く ず        
次のいずれかによること。 
１ 焼却施設により焼却すること。 → 燃え殻等の埋立基準 

管理型 

２ 最大径おおむね１５cm 以下に破砕、切断すること。 

安定型 

廃プラスチック類 

次のいずれかによること。（石綿含有産業廃棄物を除く。） 
１ 中空でないように、かつ、最大径おおむね１５cm 以下に破砕、

切断、若しくは溶融設備を用いて溶融加工すること。  
２ 焼却施設により焼却すること。 → 燃え殻等の埋立基準 

管理型 

次のものは、安定型産業廃棄物から除く 
① 自動車等破砕物、電気機械器具又はこれらのものの一部の破
砕に伴って生じたもの（以下「自動車等破砕物」という。） 

② 廃プリント廃線板のうち鉛はんだを使用したもの 
③ 有害物質又は有機性物質が付着した容器又は包装の不要物 
④ 水銀使用製品産業廃棄物 

金 属 く ず        

定められていない。 安定型 
次のものは、安定型産業廃棄物から除く 
① 自動車等破砕物 
② 廃プリント廃線板で鉛はんだを使用したもの 
③ 鉛蓄電池の電極であって不要物 
④ 鉛製の管又は板であって不要物 
⑤ 有害物質又は有機性物質が付着した容器又は包装の不要物 
⑥ 水銀使用製品産業廃棄物 

管理型 

ガラスくず、コ 
ンクリートくず 
及び陶磁器くず 

定められていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安定型 
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次のものは、安定型産業廃棄物から除く 
① 自動車等破砕物 
② 廃ブラウン管（側面部に限る。） 
③ 廃石膏ボード 
④ 有害物質又は有機性物質が付着した容器又は包装の不要物 
⑤ 水銀使用製品産業廃棄物 
 
 
 
 
 
 
 

管理型 

個 
 
 
 

別 
 
 
 

基 
 
 
 

準 

が れ き 類 

次のいずれかによること。(平成 10 年環境省告示 34 号) 
１ アスファルト・コンクリート等の安定型産業廃棄物と紙くず・
木くずその他安定型産業廃棄物以外の廃棄物とに分別して排出
し、埋立処分まで他の廃棄物を混入し、又は付着させないこと。 

２ 建設系混合廃棄物は、安定型産業廃棄物とその他の廃棄物に
選別(熱しゃく減量５％以下にする。)し、埋立処分まで他の廃
棄物を混入し、又は付着させないこと。 

安定型 

廃 油 廃油(タールピッチ類を除く) → 焼却設備により焼却すること。 
注：低引火点廃油及び塩素系等廃油は特別管理産業廃棄物の処理基準 

管理型 

汚 泥 

１ 陸上埋立処分 
⑴ 焼却設備により焼却し、熱分解設備により熱分解し、又は含水
率８５％以下にすること。 

⑵ 有機性の汚泥は腐敗物を含む廃棄物の処分基準に従うこと。 
２ 水面埋立処分 

有機性の汚泥は焼却設備により焼却し、又は熱分解設備により熱
分解すること。 

注：有害判定基準に適合しないものは特別管理産業廃棄物の処理基準 

燃 え 殻 
ば い じ ん 
及び上記処理物 

１ 大気中に飛散しないように、水分添加、固型化、梱包等必要な措
置を講じること。 

２ 埋立地外に飛散・流出しないように、その表面を土砂で覆う等必
要な措置を講じること。 

注：有害判定基準に適合しないものは特別管理産業廃棄物の処理基準 

鉱 さ い 
定められていない。 

注：有害判定基準に適合しないものは特別管理産業廃棄物の処理基準 

紙 く ず 
木 く ず 
繊 維 く ず 

定められていない。 

注：ＰＣＢ汚染物は特別管理産業廃棄物の処理基準 

有 機 性 の 汚 泥  
動 植 物 性 残 渣  
動物系固形不要物 
動 物 の ふ ん 尿  
動 物 の 死 体 

（腐敗物を含む産業廃棄物） 

腐敗物を含むものは、一層の厚さは３ｍ以下(腐敗物４０％以上は５

０cm以下）とし、一層毎に５０cmの覆土をして埋立を行うこと。 

ただし、熱しゃく減量１５％以下及びコンクリート固型化物を除く。 

感染性産業廃棄物 
を環境大臣が定め 
る方法により処分 
又は再生したことによ
り生じた廃棄物 

焼却、溶融加工、滅菌又は消毒したことにより生じた廃棄物 

１ 感染性がないよう焼却、溶融加工、滅菌又は消毒されていること。 

２ 液状のものについては埋立処分を行ってはならない。 

３ 泥状のものについては含水率８５％以下にすること。 
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廃ＰＣＢ等、ＰＣ 
Ｂ汚染物、ＰＣＢ 
処理物を環境大臣
が定める方法によ
り処分し、又は再生
したことにより生
じた廃棄物 

 

 

 

 

 
 
 
 

１ 廃ＰＣＢ等 
ＰＣＢを分解したことにより生じた廃棄物 

・分解されたものについては、ＰＣＢが分解されていること。 
・液状のものについては、埋立処分を行ってはならない。 
・泥状のものについては、ＰＣＢが溶出しないよう十分に処理し、 
かつ、含水率８５％以下にすること。 

２ ＰＣＢ汚染物 
・固形状のものについては、ＰＣＢが除去されていること。 
・廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。 
・液状のもの(廃油を除く)については、埋立処分を行ってはならない。 
・泥状のものについては、ＰＣＢが溶出しないよう処理し、かつ、
含水率８５％以下にすること。 

３ ＰＣＢ処理物 
・脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応又は光化学反応等により
分解されたものについては、ＰＣＢが分解されていること。 

・以下、ＰＣＢ汚染物と同じ。 

廃石綿等を環境
大臣が定める方
法により処分又は
再生したことによ
り生じた廃棄物 

 

溶融に伴って生じた産業廃棄物及び溶融処理したことにより生じ

たばいじんを溶融処理し生成したもの(いずれも鉱さいであるもの

に限る。）で、基準に適合したもの 
安定型 

個 

別 

基 

準 

石綿含有産業廃
棄物 

１ 一定の場所において、かつ、分散しないように行うこと。 

２ 埋立地外に飛散・流出しないように、その表面を土砂で覆う等

必要な措置を講じること。 

安定型 

特別管理産業廃棄
物と同じ性状を有
するもの 

有害な特別管理産業廃棄物の埋立基準の例によること。 

（ ※ 燃え殻、汚泥、ばいじん又はこれらを処分するために処理したもの） 

廃 酸 

廃 ア ル カ リ 
埋立処分を行ってはならない × 

 



 31

⑷    その他各種基準 

ア 環境大臣が定める有害な廃棄物の固型化に関する基準は、次のとおりとする。 
（昭和 52 年 3 月 14 日環境庁告示第５号） 

表―６ 金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準  
 

基準 
 

処理方法 
共 通 基 準 

結合材の 

配 合 量 

体 積 と 
表 面 積 
と の 比 

最大寸法 
と最小寸 
法との比 

最少寸法 

（㎝） 

一   軸 

圧縮強度 

埋立処分 

１ 結合材は、水硬性
セメントとする。 

２ 廃棄物と結合材を
均等に練り混ぜる｡ 

固型化物 

１㎥に対し 

150 ㎏以上 

１ 

以 上 

２ 

以 下 

５ 

以 上 

０.９８ 

メガパスカル 

以 上 

  備考 この基準に定めのないものについては、日本工業規格に定めるところによる。 

 
イ 法律施行令第６条第１項第４号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基

準及び環境大臣が定める検定方法は、次のとおりとする。  
（昭和 51年 2月 26日総理府令第５号） 

表―７   油分を含む産業廃棄物に係る判定基準 
  

適用する産業廃棄物 判定試験による濃度基準（注） 共 通 基 準 

汚 泥 検液 １㍑につき油分１５㎎以下 
 
海洋投入処分によ り、視認で

きる油膜が海面に生じない

ものであること。 
 
 

廃酸・廃アルカリ 試料 １㍑につき油分１５㎎以下 

動 植 物 性 残 さ 物  

家畜ふん尿  

 

 環境大臣が定める検定方法 

  汚泥については「溶出試験」、廃酸・廃アルカリについては「含有試験」であり、検定 
方法は「施行令第６条第１項第４号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃

棄物に含まれる油分の検定方法」(昭和 51 年２月 27 日環境庁告示第３号)による。 

 

ウ 油分を含む泥状物の取り扱い及び埋立処分基準は、次のとおりとする。 

（昭和 51 年 11 月 18 日環境庁通知） 

表―８ 油分を含む泥状物の取り扱い  
                 

産業廃棄物の種類 含有試験による濃度基準 埋立処分の方法 

汚泥と廃油の 
混合物 

油分がおおむね５％以上 あらかじめ、焼却設備を用いて焼却のこと。 

汚     泥 

(油分を含む汚泥) 

 

油分がおおむね５％未満 

 

１ 覆土を十分に行う等、悪臭防止対策に努 
めること。 

２ 汚泥の性状及び埋立地の構造（浸出液の 
油分離施設の設置の有無等）からみて、油 
分を含む浸出液により、環境が汚染される 
おそれがある場合においては、あらかじ
め、焼却等の処理を行うこと。 
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Ⅳ 産業廃棄物処理実施計画の策定 

１ 多量排出事業者に係る処理計画の策定義務等 

多量に産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者に対しては、これまで

県下の自治体で要綱を策定し、要綱に基づき減量化、再生利用に取り組んでいただ

き、産業廃棄物に関する処理計画の提出や実施状況の報告を求めてきました。  
さらに、平成１３年度からは、廃棄物処理法の改正により、一定量以上の産業廃

棄物（特別管理産業廃棄物)を排出する事業者について、処理計画の提出及び報告が

義務付けられました。  
その概要は次のような内容となっていますので、対象となる事業者は必ず計画を

策定し、提出してください。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２   処理計画の策定及び実施  

廃棄物の減量・リサイクルへの取組みは、これからの事業活動を安定的に継続し

ていくうえで重要な課題の一つとなっています。  
そのためには、事業所としての基本方針や明確な目標を定め、計画的に実施して

いくことが必要です。  
以下に示す手順に沿って処理計画を策定したうえ、その計画に従い実施し、必要

に応じて計画の見直しを行ってください。  

⑴   処理計画の策定 
法第１２条第９項又は第１２条の２第１０項の規定に基づき、次に定める事項

について、様式第２号の８及び様式第２号の１３による計画書を当該年度の６月

 
 
１   多量排出事業者の範囲  

⑴   産 業 廃 棄 物 
前年度の発生量(特別管理産業廃棄物を除く)が１,０００トン以上である事  

業場を設置している事業者  
⑵   特別管理産業廃棄物  

前年度の発生量が５０トン以上である事業場を設置している事業者  
※ 発生量は､焼却や脱水等の中間処理を行う前の量をいいます。  

２   提出内容等 
⑴   処理計画の提出    

処理にかかる管理体制、廃棄物の排出の抑制、再生利用・処理に関する事  
項を定め、提出します。  

⑵   実施状況の報告    
事業者は、作成した処理計画の実施状況を報告しなければなりません。 

３   提出先等 
⑴ 提 出 先  尼崎市役所（尼崎市長あて）  
⑵ 提出期限   毎年６月３０日まで  

４   処理計画等の公表 
尼崎市長は、提出された処理計画及び実施状況報告の内容を、速やかに、イン

ターネットの利用により、公表することになります。  
 

多量排出事業者に係る処理計画策定義務について 
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３０日までに提出する必要があります。  
様式に定める記入項目は、次のようなものです。  
○  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
○ 計画期間  
計画期間について、法令に定めはないため、４月から翌年３月までの単年度を

期間とすることや、中長期的な視野に立った処理計画を策定するために複数年度

を期間とすることが考えられます。  
○  当該事業場において現に行っている事業に関する事項  

    ・ 事業の種類  
・ 事業の規模  
・ 従業員数  
・ 産業廃棄物の一連の処理の工程  

○  産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項  
    ・ 管理体制図  
    ・ その他管理体制の全容が分かるもの  
   ○ 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項  

 ・ 現状（前年度の産業廃棄物の種類毎の排出量）  
 ・ これまでに排出抑制のために実施した取組 

・  計画（当該年度の産業廃棄物の種類毎の排出量）  
    ・ 今後実施予定の排出抑制のための取組  

○  産業廃棄物の分別に関する事項 
    ・ 現状（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）  

 ・ 計画（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）  
○ 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

    ・ 現状（前年度の産業廃棄物の種類毎の自ら再生利用を行った産業廃棄物

の量） 
 ・ これまでに自ら行った再生利用量の増加のために実施した取組  
 ・ 計画（当該年度の産業廃棄物の種類毎の自ら再生利用を行う産業廃棄物

の量） 
 ・ 今後実施予定の自ら行う再生利用量の増加のための取組  
○ 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 
 ・ 現状（前年度の産業廃棄物の種類毎の自ら熱回収を行った産業廃棄物の

量及び自ら中間処理し減量した産業廃棄物の量） 
 ・ これまでに自ら行った中間処理に関して実施した取組  
 ・ 計画（当該年度の産業廃棄物の種類毎の自ら熱回収を行う産業廃棄物の

量及び自ら中間処理し減量する産業廃棄物の量） 
 ・ 今後実施予定の自ら行う中間処理に関する取組  
○ 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分（※）に関する事項  

    ・ 現状（前年度の産業廃棄物の種類毎の自ら埋立処分を行った産業廃棄物

の量） 
 ・ これまでに自ら行った埋立処分に関して実施した取組  
 ・ 計画（当該年度の産業廃棄物の種類毎の自ら埋立処分を行う産業廃棄物

の量） 
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 ・ 今後実施予定の自ら行う埋立処分に関する取組  
  (※ ) 特別管理産業廃棄物については、海洋投入処分が禁止されています。  

○ 産業廃棄物の処理の委託に関する事項  
    ・ 現状（前年度の産業廃棄物の種類毎の処理委託を行った産業廃棄物の量） 

 ・ これまでに処理委託に関して実施した取組 
 ・ 計画（当該年度の産業廃棄物の種類毎の処理委託を行う産業廃棄物の量） 
 ・ 今後実施予定の処理委託に関する取組  
〇 電子情報処理組織の使用に関する事項 (特別管理産業廃棄物多量排出事業 

者に限る。) 
 

⑵   実施計画の実行及び見直し 
実施計画策定後、計画に沿って実行し、次のような手順で適宜チェックすると

ともに、社会情勢の変化等に応じ計画の見直しを行う。 
ア 実施状況を継続的に調査・管理する部署を定めるなど事業所内の管理体制や

管理システムを確立する。  
イ チェックマニュアル等を策定し、実施状況を定期的にチェックする。  
ウ 一定期間ごとに実施状況を集約し、課題の抽出や対応策の検討を行い、

必要に応じ処理計画の見直しを行う。  
 

⑶   実施状況の報告（規則第８条の４の６、７） 
事業者は､作成した処理計画の実施の状況について、尼崎市長に報告しなければ

なりません。また、市長は、提出された報告の内容を、速やかに、インターネッ

トの利用により、公表することになります。  
  ○  提出期限 翌年度  ６月３０日  
 
 
 
 
 

 
 
●  廃棄物は処理業者に任せっきりになっていませんか？ 
●  製造工程など全体の工程を見直して、  

        廃棄物の発生を減らすことはできませんか？  
●  まだまだ再利用できるものはありませんか？ 

●  事業所内に管理体制やチェック機能ができていますか？ 

廃棄物を減らし､環境にやさしい事業活動を 
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Ⅴ 立入検査・行政処分・罰則等  

１ 報告の徴収、立入検査（法第１８条、１９条） 

⑴   市長は、事業者、処理業者、廃棄物処理施設の設置者又は管理者その他の関係者に

対し廃棄物の処理若しくは廃棄物処理施設等に関し必要な報告を求めることができま

す。 
⑵   市長は、職員に事業者、処理業者その他の関係者の事務所、事業場、廃棄物処理施

設のある土地･建物等に立ち入り、廃棄物の処理もしくは廃棄物処理施設等に関して、

帳簿書類、その他の物件を検査させることができます。 
また、必要な限度において廃棄物の試料を収去(サンプリング)することができます。 

※   平成１５年の法改正により、廃棄物の疑いのある物の処理について、これらを業

とする者の事務所、事業場に立ち入り、帳簿書類等を検査し、又は報告を求めるこ

とができます。 
 
２   行 政 処 分 

⑴   改善命令（法第１９条の３) 

市長は、次の場合、事業者・処理業者に対し、期限を定めて産業廃棄物（特別管理

産業廃棄物を含む、以下同じ）の保管、収集運搬、処分の方法の変更その他必要な措

置を講じるよう命じることができます。 
ア 産業廃棄物の保管が、産業廃棄物保管基準（１１頁参照）に適合していないと認める場合 
イ 産業廃棄物の収集運搬・処分が、産業廃棄物処理基準（２４頁参照）に適合してい

ないと認める場合 
⑵  措置命令(法第１９条の５、１９条の６)    

市長は、産業廃棄物処理基準又は保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、

運搬又は処分が行われ、生活環境保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあると認め

られるときは、次の者に対し、期限を定めて、支障の除去又は発生防止のための必要

な措置を講じるよう命じることができます。 
ア 当該処分を行った者 
イ 事業者の委託基準（１３頁参照）に違反する委託をした者 
ウ 管理票(マニフェスト)に係る義務に違反(不交付、虚偽記載、未記載、不送付、不

回付、未保存等)した者 
エ 前記三者が建設工事の下請負人である場合の元請業者 
オ 前記四者に対して同様の行為をすることを要求等した者や助けた者 
カ 処分業者等が資力等の事情から措置を講ずることが困難であるとき、排出事業者

等が適正な対価を負担していなかったときや基準に適合しない処分が行われること

を知っていたとき、又は知ることができたときなどの排出事業者等 
⑶ 産業廃棄物処理施設の使用停止等・許可の取消し（法第１５条の２の７、１５条

の３） 

① 市長は、次のときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期限を定めて施設の

改善を命じ、又は期間を定めて使用停止を命じることができます。 
ア 構造基準、維持管理基準、申請書の設置計画及び維持管理計画に適合していな

いと認めるとき。 
イ 施設の設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき。 
ウ 施設の設置者が廃棄物処理法若しくは同法に基づく処分に違反する行為をした

とき。 
エ 施設の設置者が他人に対して違反行為を要求するなどし、若しくは他人が違反
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行為をすることを助けたとき。 
オ 施設の設置者が施設許可に付された条件に違反したとき。 

② 市長は、次のときは、産業廃棄物処理施設に係る許可を取り消さなければなりま

せん。 
   ア 施設の設置者が設置の許可に係る欠格条項に該当するに至ったとき。 
   イ ①のウ若しくはエに該当し、情状が特に重いとき、又は①の改善命令、使用停

止命令に違反したとき。 
   ウ 不正の手段により許可又は変更許可を受けたとき。 
  ②の２ 市長は、次のときは、産業廃棄物処理施設に係る許可を取り消すことができ

ます。 
   ア ①のア、イ又はオに該当するとき。 
   イ 特定産業廃棄物最終処分場の維持管理積立金を積立てしていないとき。 

⑷ 営業の停止・許可の取消し(法第１４条の３、法第１４条の３の２､法第１４条の６) 

① 市長は、次のときは、産業廃棄物処理業者に期間を定めてその事業の全部又は一

部の停止を命じることができます。 
ア 廃棄物処理法若しくは同法に基づく処分に違反する行為をしたとき。 
イ 他人に対して違反行為を要求するなどし、又は他人が違反行為をすることを助

けたとき。 
ウ 事業の用に供する施設又はその者の能力が基準に適合しなくなったとき。 
エ 処理業の許可に付された条件に違反したとき。 

② 市長は、次のときは、産業廃棄物処理業者に係る許可を取り消さなければなり 
ません。 

   ア 処理業者が許可に係る欠格条項に該当するに至ったとき。 
   イ ①のア若しくはイに該当し、情状が特に重いとき、又は①の事業停止命令に違

反したとき。 
   ウ 不正の手段により許可又は変更許可を受けたとき。 
  ②の２ 市長は、次のときは、産業廃棄物処理施設に係る許可を取り消すことができ

ます。 
   ア ①のウ又はエに該当するとき。 

     
３ 罰  則（法第２５条～第３４条）    

(1)  次表のとおり、違反の内容に応じ罰則が定められています。(抜 粋) 
     罰区分  Ａ：５年以下の拘禁刑若しくは１,０００万円以下の罰金又は併科 

Ｂ：３年以下の拘禁刑若しくは３００万円以下の罰金又は併科 
Ｃ：２年以下の拘禁刑若しくは２００万円以下の罰金又は併科 
Ｄ：１年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金 
Ｅ：１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 
Ｆ：６か月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 
Ｇ：３０万円以下の罰金 
Ｈ：２０万円以下の過料 
I：１０万円以下の過料 

 
(2)  法人等両罰規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人等がその法人又

は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者の他、その法人や人にも次のような罰金を

科すことになります。 
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 ① 廃棄物の不法投棄、不法焼却、無許可及び許可の不正取得、廃棄物の無確認輸出の罰則は、 
３億円以下の罰金 

② 情報処理センター、廃棄物処理センター以外の罰則は、各違反の罰金 

 
  

① 事業者、処理業者に係るもの                                       

違  反  内  容 罰区分 

措 置 命 令 違 反 措置命令に違反した者 Ａ 

投 棄 禁 止 違 反 廃棄物を捨てた者(未遂含む) Ａ 

焼 却 禁 止 違 反 廃棄物処理基準に違反した廃棄物の焼却を行った者(未遂含む) Ａ 

指 定 有 害 物 質 
処 理 基 準 違 反 

基準に従わず指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を 
した者 

Ａ 

輸 出 確 認 違 反 環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出した者(未遂含む) Ａ 

無 許 可 輸 入・ 
輸入許可条件違反 

環境大臣の許可を受けずに廃棄物を輸入した者、又は輸入許可

条件に違反した者 
Ｂ 

改 善 命 令 違 反 改善命令に違反した者 Ｂ 

不法投棄、不法焼却 
目 的 運 搬 違 反 廃棄物を捨てる目的又は又は焼却する目的で運搬した者 Ｂ 

廃棄物輸出予備罪 
環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出する目的で収集又は

運搬をした者 
Ｃ 

土 地 形 質 
変 更 命 令 違 反 土地の形質の変更命令に違反した者 Ｅ 

土 地 形 質 
措 置 命 令 違 反 土地の形質の変更に関する措置命令に違反した者 Ｅ 

土 地 形 質
届 出 義 務 違 反 土地の形質の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 Ｆ 

帳 簿 備 え 付 け 
保存等義務違反 

廃棄物を発生する事業者及び廃棄物処理業者が帳簿を備えず、
記載せず若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存し 
なかったとき 

Ｇ 

立 入 検 査 拒 否 
・ 妨 害 ・ 忌 避 職員の行う立入検査に対して拒否・妨害・忌避した者 Ｇ 

報 告 義 務 違 反 法第１８条による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 Ｇ 

 

② 事業者に係るもの 

違  反  内  容 罰区分 

無許可業者等委託 廃棄物を許可業者等以外の他人に委託した者 Ａ 
 

委 託 基 準 違 反 
廃棄物の運搬又は処分に係る委託基準に従わず他人に委託し

た者 
Ｂ 

 
管 
 
理 

交 付 義 務 ・ 
記 載 義 務 ・ 
虚偽記載違反 

管理票を交付せず、又は必要事項を記載せず、若しくは虚偽 
の記載をして管理票を交付した者 

Ｄ 

写し保存義務 
違  反 

送付された管理票の写しを一定期間保存しなかった者 Ｄ 
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票 
措置命令違反 

管理票の適正使用等を求める勧告に従わず、更に措置命令に 
違反した者 

Ｄ 

情報処理セン 
ター虚偽登録 

電子情報処理組織（電子マニフェスト制度)を使用するにあた

り、情報処理センターに虚偽の登録をした者 
Ｄ 

保管事前届出違反 届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保

管をしたとき 
Ｆ 

特別管理産業廃 
棄物管理責任者 
設 置 義 務 違 反 

特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった者 Ｇ 

多量排出事業者処理 
計画提出等義務違反 

産業廃棄物処理計画の提出又は実施状況の報告をせず、又は虚

偽の提出等をした者 
Ｈ 

   

③ 処理業者に係るもの 

違  反  内  容 罰区分 

無許可営業違反 許可を受けず、廃棄物の収集運搬又は処分を行った者 Ａ 

許可不正取得違反 不正な手段により許可（更新、変更を含む）を受けた者 Ａ 

無許可変更違反 
廃棄物の収集運搬業者又は処理業者が許可を受けず事業の範

囲を変更したとき 
Ａ 

名義貸し禁止違反 
廃棄物の収集運搬業者又は処分業者が自己の名義をもって他

人に収集又は処分を行わせたとき 
Ａ 

事業停止命令違反 
本法又は本法に基づく処分に違反した廃棄物収集運搬業者又

は処分業者に出される事業停止命令等に違反した者 
Ａ 

受 託 禁 止 違 反 
産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者以外の者が収集又は処

分を受託したとき 
Ａ 

再委託基準違反 
廃棄物収集運搬業者又は処分業者が委託を受けた廃棄物を委

託基準に従わず他人に委託したとき 
Ｂ 

 

管 
 
理 
 
票 

写し送付義務 
・記 載 義 務 
・虚偽記載違反 

管理票の写しを送付せず、又は必要事項を記載せず、若しく 
は虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者 

Ｄ 

回付義務違反 
運搬を受託した者が、当該産業廃棄物の処分を委託された者 
に管理票を回付しなかったとき 

Ｄ 

虚 偽 管 理 票 
交 付 違 反 

産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、
虚偽の記載をして管理票を交付した者 Ｄ 

未交付引受け 管理票の交付を受けずに、産業廃棄物の引渡しを受けた者 Ｄ 

処理未了報告 
運搬又は処分が終了していないにもかかわらず、管理票を送

付又は電子管理票で報告した者 
Ｄ 

写し保存義務 
違  反 送付された管理票の写しを一定期間保存しなかった者 Ｄ 

措置命令違反 
管理票の適正使用等を求める勧告に従わず、更に措置命令に 
違反した者 

Ｄ 

情報処理センタ 
ー報告義務違 
反・虚偽報告 

電子情報処理組織(電子マニフェスト制度)を使用する事業者
から報告することを求められた場合において情報処理センタ
ーに報告せず、若しくは虚偽の報告をした者 

Ｄ 

欠 格 事 由 該 当 
届 出 違 反 

欠格事由に該当したにもかかわらず届出をせず、又は虚偽の 
届出をした者 

Ｆ 

処理困難通知義務違
反・通知保存義務違反 

受託した産業廃棄物の処理が困難となった通知をしなかった
者及び通知の写しを一定期間保存しなかった者 Ｆ 

廃止・変更届出 
義 務 違 反 

廃棄物処理業者がその業務を廃止又は諸事項の変更の届出を
せず、又は虚偽の届出をしたとき Ｇ 
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再 生 事 業 者 
名 称 不 正 使 用 

知事の登録を受けずに「登録廃棄物再生事業者」の名称を用 
いた者 I 

 

④ 廃棄物の処理施設を設置している者に係るもの 

違  反  内  容 罰区分 

無 許 可 設 置  廃棄物処理施設の設置に当たって許可を受けなかった者 Ａ 

許可不正取得違反 不正な手段により施設設置許可(変更を含む)を受けた者 Ａ 

構造・規模等無 
許 可 変 更 

廃棄物処理施設の構造、規模等の変更に当たって許可を受け 
なかった者 Ａ 

処 理 施 設 使 用 
停止命令等違反 

廃棄物処理施設の使用停止命令等に従わなかった者、又は改 
善命令に従わなかった者 Ｂ 

譲り受け・借り 
受 け 違 反 

廃棄物処理施設の譲り受け、又は借り受けに当たって許可を 
受けなかった者 Ｂ 

事 故 時 応 急 
措 置 命 令 違 反 特定処理施設の事故時の応急措置の命令に従わなかった者 Ｆ 

使用開始前検査 
受 検 義 務 違 反 使用前検査を受ける前に施設を使用した者 Ｆ 

欠格事由該当届出 
違            反 

欠格事由に該当したにもかかわらず届出をせず、又は虚偽の 
届出をした者 Ｆ 

軽 微 変 更 等 
届 出 義 務 違 反 

廃棄物処理施設の廃止、休止、再開、氏名の変更等の軽微な 
変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 Ｇ 

定期検査受検義務違反 定期検査を拒否、妨害又は忌避した者 Ｇ 

相続届出義務違反 廃棄物処理施設の相続の届出をせず、又は虚偽の届出をした 
者 Ｇ 

産業廃棄物処理責 
任者設置義務違反 産業廃棄物処理責任者を置かなかった者 Ｇ 

技術管理者設置 
義 務 違 反 廃棄物処理施設に技術管理者を置かなかった者 Ｇ 

維持管理記録・ 
備付け義務違反 

処理施設を設置する事業者が維持管理状況を記録せず、若し 
くは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかったとき Ｇ 

 



 

                                          
様式第七号（第十条の二関係）                                                                       様式第九号（第十条の六関係） 

（様式第十三号（第十条の十四関係））                                                                     (様式第十五号（第十条の十八関係）) 

                                              

                                             ①               ①   

                                               

                                                        

                                             ②               ②         

                                                                

                                                              

                                             ③               ③ 

                                                               

 

                                             ④      

                                                               

                                                             

                                                               ④ 

                                                

                                              

                                             ⑤               ⑤ 

                                                  

                                                             

                                             ⑥               ⑥            

                                                              

           

                                                            ⑦ 

                                                                                                                       

                                                             

                                                            ⑧ 

                                                                                                                                                        

                                               

                                              

                                             ⑦ 

 

                                                               

⑧               ⑨                 

 

 

 

 

                                                          

 

 （日本工業規格 Ａ列４番）                                                                                                             （日本工業規格 Ａ列４番） 

                                                許可番号 第 ７１０１０１２３４５号 

 

                （特別管理）産業廃棄物収集運搬業許可証 

 

 住 所  尼崎市□△町１丁目２番地３４号  

  氏 名  株式会社 ○ ○ 環 境   

      代表取締役 尼崎 太朗  

 

 

 
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律              の許可を受けた者である 

 

ことを証する。 

 

                                                 尼 崎 市 長   ● ● ● ●   印 

                                                

 

  許可の年月日            令和 ７年 ５ 月 １１ 日 

 

  許可の有効年月日   令和１２年 ５ 月 １０ 日 

 

  １ 事業の範囲(取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を行うかどうか

を明らかにすること。） 

                                         

                                         

                                         

 

２ 積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ

積替え又は保管を行う（特別管理）産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び 

積み上げることができる高さ（積替え又は保管を行う場合に限る。）  

                                         

                                         

 

  ３ 許可の条件 

                                         

                                         

 

  ４ 許可の更新又は変更の状況 

         年  月  日          （内 容） 

    

５ 規則             の規定による許可証の提出の有無    有・無 

                                                        許可番号 第 ２８２１０９８７６５号 

 

    （特別管理）産業廃棄物処分業許可証  

 

 住 所  兵庫県○▽郡□×町１２３番   

  氏 名 株式会社 ○◇処理センター  

代表取締役 兵庫 次郎  

             

     

 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律             の許可を受けた者である 

 

ことを証する。 

 

                                                 兵庫県知事 ▲ ▲ ▲ ▲   印 

                                                

 

  許可の年月日              令和 ７年 １０ 月   １ 日 

 

  許可の有効年月日     令和１２年   ９月 ３０ 日 

 

  １ 事業の範囲（処分の方法ごとに区分して取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類を記

載すること｡） 

                                         

                                         

                                         

 

  ２ 事業の用に供するすべての施設(施設ごとに種類、設置場所、設置年月日、処理能力 

   許可年月日及び許可番号(産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合に限る。)  

を記載すること。） 

                                         

                                         

 

  ３ 許可の条件 

                                         

                                         

 

  ４ 許可の更新又は変更の状況 

          年  月  日          （内 容） 

 

５ 規則                      の規定による許可証の提出の有無    有・無 

委託する処分方法が 
含まれているか 

委託する産業廃棄物の種

類が全て含まれているか 

許 可 番 号 

委託する収集運搬業・処 
分業の種類に該当するか 

委 託 先 業 者 名 

積 出 地 又 は 搬 入 先 の 管 轄 区 域 で

あ る か （管轄区域ごとに確認 ） 

＊平成 23 年４月１日以降は、兵庫県知事

の許可でも尼崎市内の収集運搬業（積替

え保管をしない）を行うことができます。 

処分地の管轄地域であるか 

許可の 年月日  
及び 有 効期限  

処 理 施 設 の 種 類 及 び  
処 理 能 力 等 が 適 切 か  

（積替え・保管を含む委託） 
産業廃 棄物の種 類 、  
保管容 量等が適 切 か  

付されている条件が委

託に際して問題ないか 

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証の見本と そのチェック ポイント  （特別管理）産業廃棄物処分業の許可証の見本とそのチェック ポイント 

第１４条第１項 
第１４条の２第１項 
第１４条の４第１項 
第１４条の５第１項 

 

第１４条第６項 
第１４条の２第１項 
第１４条の４第６項 
第１４条の５第１項 

第 9 条の 2 第 8 項 
第 10 条の 12 第２項  

第 10 条の 4 第 7 項  
第 10 条の 16 第２項 
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建 設 工 事 等 か ら 排 出 さ れ る 建 設 廃 棄 物 の 適 正 処 理 の た め に  
 

建設工事等においては、原則として発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が排出事業者となり、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適

正に処理しなければなりません。元請業者はその廃棄物を自ら処理することが原則ですが、自ら行えない場合には、許可業者に処理を委託することができます。 
その場合は次の【１】～【４】に従い行ってください。また、下請業者にその廃棄物の処理をさせる場合には、下請業者が許可を有している必要があります。 

 
                                       【１】                      【２】                    【３】                   【４】 

処分(破砕・焼却や埋立)   適切に処分されたこと 
できる者に委託する。      を確認する。 

 
         
            
  
     
             
           
                

                                                                                 
                                                                             

                                                                               処理業者もマニフェストの 
                                                                                   控えを保存します 

 
            

                       
              
              

        
            
          
  
             

 
                                                
                                                           
      
                            
                                                      
           
              
          

注意１ 産業廃棄物の処理を委託するときには、「マニフェスト」の交付が義務づけられています。 
２ 解体工事現場で、ＰＣＢ入りコンデンサーなどが見つかった場合や石綿(アスベスト)保温材等が使用されていることが判明した場合は、直ちにご相談ください。 

産業廃棄物収集運搬業者  
◎尼崎市長又は兵庫県知事
の許可を受けている者 

（市外へ運搬する場合は、 
運搬先の場所を管轄する 
自治体の長の許可も必
要） 

 
［注意］ 
許可証の内容（特に産業

廃棄物の種類、許可の 
期限)を確認したうえで、

元請業者が直接処理委託

契約すること。  

・廃プラスチック類 
・汚 泥（含水率が高い泥状のもの） 
・ガラスくず、陶磁器くず 等 
・金属くず 
・がれき類（コンクリ－ト片、アス 
ファルト片など） 

・木くず・紙くず・繊維くず 
・ゴムくず(天然ゴムに限る。)など 
 

◎きちんとした保管でき 
る施設の中に入れる。 

 
◎掲示板の設置 

60㎝以上×60㎝以上  
・保管場所の表示・産 
業廃棄物の種類・管理 
者の氏名名称･連絡先･ 
屋外で容器を用いない 
で保管する場合は保管 
の最大積み上げ高さ  

◎廃棄物が飛び散ったり 
地下に浸みこんだり、 
臭いが漏れないように 
すること。  

◎処分先ごとに分別する。  
◎処理基準に合わない焼 
却行為をしない。 
 

 
 

  
◎汚泥は十分に脱水する。 

セメントミルクを含む 
土砂は汚泥です。 

 

不適切な焼却は禁止 
されています。 

一般廃棄物収集運搬業者 
 
◎尼崎市長の許可を受け
ている者 

詳しくは、 
ごみ減量政策担当 
 
℡ ６４０９－１３４１ 

      まで 
 

産業廃棄物 

木 く ず 
(再利用可 
能なもの) 

産業廃棄物処分(中間処 
理又は最終処分)業者  
◎処分する場所を管轄す
る自治体の長の許可を
受けている者 

◎元請業者が直接委託契
約すること。 

 

◎建設廃棄物マニフェ 
ストのＤ・Ｅ票等（処 
分委託した場合）を受 
け取り、５年間保存し 
ておいてください。 

◎特定建設資材廃棄物 
は再資源化が義務づ
けられています。 

詳しくは、 
産業廃棄物対策担当 
℡ ６４８９－６３１０まで 

◎収集運搬業者・処分業 
者からマニフェストの 
写し（最終処分の確認 
分まで）を受け取り、 
Ａ票、委託契約書とと 
もに５年間保存してお

いてください。 
 

尼崎市立クリーンセンター  
 

尼崎市東海岸町16番地の1 
℡ ６４０９－０１０１  
受入基準：長さ５０cm 

：太さ１０cm 
以下のもの 

詳しくは、 
同センターヘ直接問い 
合わせてください。 
受入は、有料です。 

◎伝票兼領収書を受 
け取り、５年間保 
存してください。 

 
◎一般廃棄物の処理 
委託にはマニフェ 
スト制度は適用さ 
れていません。 

ご       み 
（残飯・厨芥類など） 

一般廃棄物 

＊建設工事に係る資材の再資源化 
等に関する法律（H14.5.30施行） 

一定規模以上の建築物等の解体工事 
や新築工事等について、次のような 
義務が課されることになりました。 
・分別解体 
・コンクリート塊、アスファルト・ 

コンクリート塊、廃木材の再資源化 
・解体工事業者の登録 
・技術管理者の選任 
・工事の事前届出 など 

「分別」と「リサイクル」が
義務づけられました。 

建設廃棄物の主な種類 区 分 適切に保管する。 運搬できる者に委託する。

41 
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  平成 23 年 4 月 1 日の法改正により、建設工事(解体工事、新築工事、増築工事等)に伴い

生ずる廃棄物（建設廃棄物）の処理責任は元請業者に原則、一元化されました。(法第 21

条の 3) 

 したがって、建設廃棄物は原則、元請業者の産業廃棄物となり、下請負人が処理を行う

場合には、下請負人は産業廃棄物処理業の許可が必要となります。又、委託契約書の締結

及び産業廃棄物管理票の交付も必要です。 

 ただし、例外として以下のチェック表で該当欄に全て○がついた場合は、下請負人を事

業者とみなし、下請負人の廃棄物として自ら運搬することができます。 

チェック項目 該当欄 

( 該 当 な ら

○) 

ア a,b のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること。 該当なら

○ 

 

 ａ 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事（維持修繕工事）であって、そ

の請負代金の額（発注者からの元請負代金）が 500 万円以下の工事 

 

ｂ 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事（新築工事等の完了後、

それらの工事の一環として行われる修繕工事）であって、その請負代金相当額（瑕疵

の補修工事としての額）が 500 万円以下の工事 

 

イ 特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること。  

ウ 一回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により一立方メー

トル以下であることが測定できるもの又は一立方メートル以下であることが明確な運搬容器を用い

て運搬するものであること。 

 

エ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請

業者が所有権又は使用する権限を有する施設（積替え又は保管の場所を含み、元請業者と廃棄物の処

理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設も含む。）に運搬されるものであること。 

 

オ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないものであること。  

注）① 当該運搬を行う場合には、あらかじめ建設工事にかかる書面による請負契約にて

定めておく必要があり、実際に運搬を行う際には、産業廃棄物処理基準が適用され

ることとなり、以下の書面を備え付ける必要がある。 

ａ 当該廃棄物が上記ア～オに該当している廃棄物であることを証する書面又はそ

の写し（平成 23 年 2 月 4 日環廃産発 110204002 号別記様式参照） 

ｂ 当該運搬が建設工事にかかる書面による請負契約にて定めるところにより、自

ら運搬を行うものであることを証する書面（請負契約の基本契約書の写し等） 

② 下請負人が事業者とみなされるのは自ら行う運搬に関してのみであり、廃棄物の

処分は元請業者又は元請業者の委託を受けた者が行わなければならない。 
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                          出典：（公社）全国産業廃棄物連合会 

                                                     

 
産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書 

 

排 出 事 業 者：                     （以下「甲」という。）と、 

収集運搬業者：                     （以下「乙」という。）は、 

甲の事業場：                  から排出される産業廃棄物の収集・運

搬に関して次のとおり基本契約を締結する。 

 

第１条（法の遵守） 

甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他    

関係法令を遵守するものとする。 

 

第２条（委託内容）                                        

１．（乙の事業範囲） 

  乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写

しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やか

にその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契

約書に添付する。 

◎ 収集運搬に関する事業範囲 

〔産廃〕 

 許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：        

 許 可 の 有 効 期 限：         許 可 の 有 効 期 限：        

 事 業 範 囲：         事 業 範 囲：        

 許 可 の 条 件：         許 可 の 条 件：        

 許 可 番 号：         許 可 番 号：        

〔特管〕 

 許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：        

 許 可 の 有 効 期 限：         許 可 の 有 効 期 限：        

 事 業 範 囲：         事 業 範 囲：        

 許 可 の 条 件：         許 可 の 条 件：        

 許 可 番 号：         許 可 番 号：        

２．（委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価） 

  甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のと

おりとする。 

   種類：                          

   数量：                          

   単価（税抜）：                          

３．（輸入廃棄物の有・無） 

  甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。 

  （注：下記の①②のいずれかを選択すること） 

① 輸入廃棄物：無 

② 輸入廃棄物：有                             

４．（運搬の最終目的地） 

  乙は、甲から委託された第２項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。 

   氏名：                                   

   （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

   住 所：                                  

   許可都道府県・政令市：                             

収 入 

印 紙 

見 本 
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   許 可 の 有 効 期 限：                              

   事 業 の 区 分：                                

   産業廃棄物の種類：                              

   許 可 の 条 件：                                

   許 可 番 号：                                 

   事 業 場 の 名 称：                               

   所 在 地：                                  

５．（積替保管）（注：契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること） 

  ① 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 

  ② 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、

第１４条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産

業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替

保管の場所において選別は行わないこととする。 

  ③ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、

第１４条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの

契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場

所において選別は行わないこととする。 

   積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類：                  

   積替保管施設の所在地：                            

   積替保管施設の保管上限：                           

第３条（適正処理に必要な情報の提供） 

 １．甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって

乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」（環境省

の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」（第２版）を参照）の項目を参考に書面の

作成を行うものとする。 

  ア 産業廃棄物の発生工程 

  イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 

  ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

  エ 混合等により生ずる支障 

  オ 日本工業規格 C０９５０号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有

マーク表示に関する事項 

  カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃

棄物が含まれる場合は、その旨 

  キ その他取扱いの注意事項 

２．甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託す

る産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の

内容及び程度の情報を通知する。 

   なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、 

  製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発

生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定め

ることとする。 

３．甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き

渡す容器等に表示する（環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」（第３版）

の「容器添付用ラベル」参照）。 

４．甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することと

し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの

記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 

５．甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は

環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和４８年２

月環境庁告示第１３号）による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。 

   産業廃棄物の種類：                        

   提示する時期又は回数：                        
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第４条（甲乙の責任範囲） 

 １．乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第２条第４項に

規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・

運搬しなければならない。 

 ２．乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は

第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 

 ３．乙が第１項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の

委託の仕方（甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む）に原因が

あるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。 

 ４．第１項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方

（甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む）に原因があるときは、

甲が乙にその損害を賠償する。 

第５条（再委託の禁止） 

  乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただ

し、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りでは

ない。 

第６条（義務の譲渡等） 

  乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

第７条（委託業務終了報告） 

乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲

に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間

に応じたマニフェストＢ２、Ｂ４、Ｂ６票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で代える

ことができる。 

第８条（業務の一時停止） 

 １．乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業

務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置

を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととす

る。 

 ２．甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ず

るものとする。 

第９条（報酬・消費税・支払い） 

 １．甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務の報酬を支払う。 

 ２．甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬は、第２条第２項にて定める単

価に基づき算出する。 

 ３．甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担

する。 

 ４．報酬の額が経済情勢の変化及び第３条第２項、第８条等により不相当となったときは、

甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。 

第１０条（内容の変更） 

甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合におい

て、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲

と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第３条第２項、第８条の場合も同様

とする。 

第１１条（機密保持） 

  甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはな

らない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければ

ならない。 

第１２条（契約の解除） 

 １．甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告

の上、相互にこの契約を解除することができる。 

 ２．甲及び乙は、相手方が反社会的勢力（暴力団等）である場合又は反社会的勢力と密接な

関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。 
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 ３．甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受

けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置

を講じなければならない。 

 （１）乙の義務違反により甲が解除した場合 

   イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行す

る責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の

業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の

費用をもって行わせなければならない。 

   ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、

乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 

   ハ 上記ロの場合、甲は、当該事業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、    

乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担し

た費用等を、乙に対して償還を請求することができる。 

 （２）甲の義務違反により乙が解除した場合 

    乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある

未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、も

しくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求

することができる。 

第１３条（協議） 

  この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関令法令

にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。 

第１４条（契約の有効期間） 

  本契約は、有効期間を令和 年 月 日から令和 年 月 日までの  年間とし、期間

満了の  ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない

限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。 

   

 この契約の成立を証するために本書２通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各１通を保  

有する。 

 

   令和  年  月  日 

         

          甲 

 

          乙 
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                          出典：（公社）全国産業廃棄物連合会 

 

 
産業廃棄物処分委託基本契約書 

 
排出事業者：                       (以下「甲」という。)と、 
処分業者：                          （以下「乙」という。）は、 
甲の事業場：                  から排出される産業廃棄物の処分に 

関して次のとおり基本契約を締結する。 
                                                                        

第１条 （法の遵守） 
  甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係 
 法令を遵守するものとする。 
 
第２条（委託内容） 
 １．（乙の事業範囲） 
   乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写し

を甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにそ

の旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に

添付する。 
◎ 処分に関する事業範囲 

〔産廃〕               〔特管〕 
 許可都道府県・政令市：             許可都道府県・政令市：             
 許 可 の 有 効 期 限：            許 可 の 有 効 期 限：          
 事 業 区 分：            事 業 区 分：          
 産業廃棄物の種類：            産業廃棄物の種類：            
 許 可 の 条 件：            許 可 の 条 件：            
 許 可 番 号：            許 可 番 号：            

 ２．（委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価）   
  甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。 
    種類：                    
    数量：                    
    単価（税抜）：                    
 ３．（輸入廃棄物の有・無） 
  甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。 
  （注：下記の①②のいずれかを選択すること） 
  ① 輸入廃棄物：無 
  ② 輸入廃棄物：有                         
 ４．（処分の場所、方法及び処理能力） 
  乙は、甲から委託された第２項の産業廃棄物を次のとおり処分する。 
    事業場の名称：                     
    所 在 地：                   
    処 分 の 方 法：                   
    施設の処理能力：                   

５．（最終処分の場所、方法及び処理能力） 
  甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分（予定）を次のとおりとする。 
   
最終処分先の番号 事 業 場 の 名 称 所 在 地 処分方法 施設の処理能力 

     
     
     

収 入 

印 紙 

見 本 
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６．（搬入業者） 
  第２条第２項の産業廃棄物の第２条第４項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業

者が行う。 
   氏 名：                                    

   （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
   住 所：                                    

   許可都道府県・政令市：          許可都道府県・政令市：          
   許 可 の 有 効 期 限：          許 可 の 有 効 期 限：             
   事 業 の 範 囲：          事 業 の 範 囲：             

   許 可 の 条 件：          許 可 の 条 件：             

   許 可 番 号：          許 可 番 号：              

第３条（適正処理に必要な情報の提供） 
 １．甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙

に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」（環境省の「廃

棄物情報の提供に関するガイドライン」（第２版）を参照）の項目を参考に書面の作成を行う

ものとする。 
  ア 産業廃棄物の発生工程 
  イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 
  ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 
  エ 混合等により生ずる支障 
  オ 日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク

表示に関する事項 
  カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄

物が含まれる場合は、その旨 
  キ その他取扱いの注意事項 
 ２．甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する

産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容

及び程度の情報を通知する。 
   なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製

造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等

の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めること

とする。 
 ３．甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡

す容器等に表示する（環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」（第３版）の「容

器添付用ラベル」参照）。 
 ４．甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、

虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時中止しマニフェストの記載修

正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 
 ５．甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環

境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和 48 年 2 月環境

庁告示第 13 号）による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。 
   産 業 廃 棄 物 の 種 類：                        
   提示する時期又は回数：                         
第４条（甲乙の責任範囲） 
 １．乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなけ

ればならない。 
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 ２．乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三

者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。 
 ３．乙が第１項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委

託の仕方（甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む）に原因がある

ときは、甲において賠償し、乙に負担させない。 
 ４．第１項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方（甲

の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む）に原因があるときは、甲が

乙にその損害を賠償する。 
第５条（再委託の禁止） 
  乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の

書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。 
第６条（義務の譲渡等） 
  乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 
第７条（委託業務終了報告） 
  乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲

に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェスト D 票又は、電子マ

ニフェストの処分終了報告で代えることができる。 
第８条（業務の一時停止） 
 １．乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務

を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講

ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。 
 ２．甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を構ずる

ものとする。 
第９条（報酬・消費税・支払い） 
 １．甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処分業務の報酬を支払う。 
 ２．甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬は、第２条第２項にて定める単価に基づ

き算出する。 
 ３．甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。 
 ４．報酬の額が経済情勢の変化及び第３条第２項、第８条等により不相当となったときは、甲

乙双方の協議によりこれを改定することができる。 
第１０条（内容の変更） 

甲又は乙は、必要ある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、

契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で

協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第３条第２項、第８条の場合も同様とする。 
第１１条（機密保持） 
  甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはなら

ない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければなら

ない。 
第１２条（契約の解除） 
 １．甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の

上、相互にこの契約を解除することができる。 
 ２．甲及び乙は、相手方が反社会的勢力（暴力団等）である場合又は反社会的勢力と密接な関

係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。 
 ３．甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受け

た産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講

じなければならない。 
 （１）乙の義務違反により甲が解除した場合 
   イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する

責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら

実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって

行わせなければならない。 
   ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、
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乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 
   ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のも

とにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙

に対して償還を請求することができる。 
 （２）甲の義務違反により乙が解除した場合 
    乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未

処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしく

は乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求するこ

とができる。 
第１３条（協議） 
  この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に

したがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。 
第１４条（契約の有効期間） 
  本契約は、有効期間を令和  年  月  日から令和  年  月  日までの  年間

とし、期間満了の  ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入

れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。 
 
この契約の成立を証するために本書２通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各１通を保有す

る。 
 
  令和  年  月  日 
 
         甲 
 
         乙 



51 
 

出典：（公社）全国産業廃棄物連合会 

 
                              

 
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書 

 
排 出 事 業 者：                      （以下「甲」という。）と、 
収集運搬及び処分業者：                  （以下「乙」という。）は、 
甲の事業場：                       から排出される産業廃棄物の

収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。 
 
第１条（法の遵守） 
  甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令

を遵守するものとする。 
第２条（委託内容） 
 １．（乙の事業範囲） 
  乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写し

を甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにそ

の旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に

添付する。 
◎ 収集運搬に関する事業範囲 

〔産廃〕 
 許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：        
 許 可 の 有 効 期 限：         許 可 の 有 効 期 限：          
 事 業 範 囲：         事 業 範 囲：        
 許 可 の 条 件：         許 可 の 条 件：         
 許 可 番 号：         許 可 番 号：         
〔特管〕 
 許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：        
 許 可 の 有 効 期 限：         許 可 の 有 効 期 限：         
 事 業 範 囲：         事 業 範 囲：         
 許 可 の 条 件：         許 可 の 条 件：         
 許 可 番 号：         許 可 番 号：         

◎ 処分に関する事業範囲 
〔産廃〕                〔特管〕 
 許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：       
 許 可 の 有 効 期 限：         許 可 の 有 効 期 限：         
 事 業 区 分：         事 業 区 分：         
 産 業 廃 棄 物 の 種 類：         産 業 廃 棄 物 の 種 類：        
 許 可 の 条 件：         許 可 の 条 件：        
 許 可 番 号：         許 可 番 号：               

       
 ２．（委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価） 
  甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のと

おりとする。 
◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価 
   種類：                              
   数量：                              

収 入 

印 紙 

見 本 



52 
 

   単価（税抜）：                              
◎ 処分に関する種類、数量及び委託単価 
   種類：                              
   数量：                              
   単価（税抜）：                                    

３．（輸入廃棄物の有・無） 
 甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。 
 （注：下記の①②いずれかを選択すること） 
 ①輸入廃棄物：無 
 ②輸入廃棄物：有                              
４．（処分の場所、方法及び処理能力） 
 乙は、甲から委託された第２項の産業廃棄物を次のとおり処分する。 
   事業場の名称：                             
   所 在 地：                             
   処 分 の 方 法：                             

  施設の処理能力：                             
５．（最終処分の場所、方法及び処理能力） 

甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分（予定）を次のとおりとする。 
 

最終処分先の番号 事業場の名称 所 在 地 処 分 方 法 施 設 の 処 理 能 力 

     
     
     
     
     
     
     

 
６．（収集・運搬過程における積替保管）（注：契約当事者の都合により下記の①②③のいずれ

かを選択すること） 
① 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 
② 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、

第 14 条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業

廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管

の場所において選別は行わないこととする。 
③ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、

第 14 条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契

約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所に

おいて選別は行わないこととする。 
 積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類：                  
 積替保管施設の所在地：                            
 積替保管施設の保管上限：                           

第３条（適正処理に必要な情報の提供） 
１．甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙

に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」（環境省の「廃

棄物情報の提供に関するガイドライン」（第３版）を参照）の項目を参考に書面の作成を行う

ものとする。 
ア 産業廃棄物の発生工程 
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イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 
エ 混合等により生ずる支障 
オ 日本工業規格Ｃ0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク

表示に関する事項 
カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄

物が含まれる場合は、その旨 
キ その他取扱いの注意事項 

２．甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する

産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容

及び程度の情報を通知する。 
 なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製

造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等

の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めること

とする。 
３．甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡

す容器等に表示する（環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」（第２版）の「容

器貼付用ラベル」参照）。 
４．甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、

虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修

正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 
５．甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環

境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和４８年２月環境

庁告示第１３号）による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。 
 産 業 廃 棄 物 の 種 類：                        
 提示する時期又は回数：                        

第４条（甲乙の責任範囲） 
１．乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法

令に基づき適正に処理しなければならない。 
２．乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第

三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 
３．乙が第１項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委

託の仕方（甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む）に原因がある

ときは、甲において賠償し、乙に負担させない。 
４．第１項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方（甲

の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む）に原因があるときは、甲が

乙にその損害を賠償する。 
第５条（再委託の禁止） 

乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。

ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではな

い。 
第６条（義務の譲渡等） 

乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 
第７条（委託業務終了報告） 

乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に

提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応

じたマニフェストＢ２、Ｂ４、Ｂ６票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務に

ついてはマニフェストＤ票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。 
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第８条（業務の一時停止） 
１．乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務

を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講

ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。 
２．甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずる

ものとする。 
第９条（報酬・消費税・支払い） 

１．甲は、乙に対し毎月一定の期日を決めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。 
２．甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第２条第２項に

て定める単価に基づき算出する。 
３．甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬についての消費税は、

甲が負担する。 
４．報酬の額が経済情勢の変化及び第３条第２項、第８条等により不相当となったときは、甲

乙双方の協議によりこれを改定することができる。 
第１０条（内容の変更） 

甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、

契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で

協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第３条第２項、第８条の場合も同様とする。 
第１１条（機密保持） 

甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはなら

ない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければなら

ない。 
第１２条（契約の解除） 

１．甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の

上、相互にこの契約を解除することができる。 
２．甲及び乙は、相手方が反社会的勢力（暴力団等）である場合又は反社会的勢力と密接な関

係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。 
３．甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた

産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じ

なければならない。 
（１）乙の義務違反により甲が解除した場合 

 イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂    

行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集運搬及

び処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に

自己の費用をもって行わせなければならない。 
   ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、

乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 
   ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のも

とにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担し

た費用等を、乙に対して償還を請求することができる。 
 （２）甲の義務違反により乙が解除した場合 
    乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未

処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしく

は乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求するこ

とができる。 
第１３条（協議） 
  この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法

令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。 



55 
 

 
第１４条（契約の有効期間） 
  本契約は、有効期間を令和 年 月 日から令和 年 月 日までの  年間とし、期

間満了の  ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れが

ない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。  
 
 この契約の成立を証するために本書２通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各１通を保

有する。 
 
 令和  年  月  日 
 
        甲 
         
        乙 

       



＜ 表　面 ＞ 管理番号

※１ 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
※２ 記入については、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第３版）」（環境省令和７年１２月）の「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。

※３ 一品目に対して、一枚作成ください。
1 作成年月日 記入者

排出事業者の名称等
〒 ＴＥＬ

ＦＡＸ
廃棄物の名称

廃棄物の発生工程

工程図等添付

廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ
産業廃棄物 その他 （ ）

※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合
石綿含有産業廃棄物 水銀使用製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等
引火性廃油 強アルカリ（有害） 指定下水汚泥 廃酸（有害）

特別管理産業廃棄物 引火性廃油（有害） 感染性廃棄物 鉱さい（有害） 廃アルカリ（有害）
強酸 PCB等 燃えがら（有害） ばいじん（有害）
強酸（有害） 廃水銀等 廃油（有害） 13号廃棄物(有害)
強アルカリ 廃石綿等 汚泥（有害）

特定有害廃棄物 ( ) ｱﾙｷﾙ水銀 ( ) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
○：含有 ( ) 水銀又はその化合物 ( ) ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) チウラム
×：非含有 ( ) カドミウム又はその化合物 ( ) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ( ) シマジン
△：含有の可能性あり ( ) 鉛又はその化合物 ( ) 四塩化炭素 ( ) ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ

( ) 有機燐化合物 ( ) 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) ベンゼン
( ) 六価ｸﾛﾑ化合物 ( ) 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) セレン
( ) 砒素又はその化合物 ( ) ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ( ) ダイオキシン類
( ) ｼｱﾝ化合物 ( ) 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ( ) 1,4-ジオキサン
( ) ＰＣＢ ( ) 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

廃棄物の 物質名又は品名 量・濃度 CAS登録番号
組成・成分情報

情報伝達が義務付け

られている

危険・有害物質

その他主要成分

その他含有物質 ( ) 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素
○：含有 ( ) ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸
×：非含有 ( ) 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル
△：含有の可能性あり ( ) 銅 ( ) アルミ ( ) アンモニア

( ) ホウ素 ( ) アンチモン ( ) その他

廃棄物データシート（ＷＤＳ）

2

名称 所属

所在地 担当者

3

4

5

8

6

7

（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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水道水源における 生成物質：ホルムアルデヒド（塩素処理により生成）

消毒副生成物 ヘキサメチレンテトラミン（HMT）　 1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）

前駆物質 N,N-ジメチルアニリン（DMAN） トリメチルアミン（TMA） テトラメチルエチレンジアミン（TMED）

N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA） ジメチルアミノエタノール（DMAE）

有 ・ 無 生成物質：クロロホルム（塩素処理により生成）

アセトンジカルボン酸　　　　　　　　 1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール)

1,3,5-トリヒドロキシベンゼン アセチルアセトン 2'-アミノアセトフェノン

3'-アミノアセトフェノン

生成物質：臭素酸（オゾン処理により生成）、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(塩素処理により生成)

臭化物(臭化カリウム等）

有害特性 爆発性 引火性（ ℃） 可燃性 自然発火性（ ℃） 禁水性
有 ・ 無 酸化性 有機過酸化物 急性毒性 感染性 腐食性
不明 毒性ガス発生 慢性毒性 生態毒性 重合反応性

その他（ )
廃棄物の物理的 形状 固形 泥状 液状　→ 粘性 無 有　→ 弱 中 強 ）
・化学的性状 臭気 無 有 → 弱 中 強 （臭気種類： ）

色　（ ) 比重（ ） ｐH　( ）

沸点（ ) 融点（ ) 発熱量（ ) 水分（ ％ ）
品質安定性 経時変化（ 有 ・ 無 ） 有る場合は具体的に記入

（ ）
13 荷姿 容器 （ ) 車両 （ ) その他 （ )

排出頻度 頻度： （ スポット 継続予定 ）

数量 数量： （ ） kg ｔ ㍑ ㎥ 本 缶 袋 個 ／ 年 月 週 日
特別注意事項  ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載

保護具 ガスマスク着用 →ガスマスク種類 （ ) 吸収缶種類 （ )

保護手袋 保護メガネ その他 （ ）

応急処置 吸入時 → 新鮮な空気の場所に移動し安静にする その他 （ ）

皮膚付着時 → 多量の水で洗い流す その他 （ ）

目に入った場合 → 多量の水で洗い流す その他 （ ）

飲み込んだ場合 → 多量の水を飲ませ吐かせる その他 （ ）

漏洩時措置 除去方法： 吸着マット・ほうき・スコップで回収する その他 （ ）

除去作業時の注意： 廃棄物に触れないようにする その他 （ ）

火災時措置 水による消火 可 不可 →消火方法 （ ）

その他

有

無

その他の情報 SDS （ 有 ・ 無 ）
分析表 （ 有 ・ 無 ）

サンプル （ 有 ・ 無 ） 有の場合→ 均一 不均一 疑似サンプル

写真 （ 有 ・ 無 ）

その他 （ 有 ・ 無 ） 具体的には→ （ ）

＜変更履歴／内容確認欄＞
No. 日付 区分 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容／備考

様式作成　環境省

9

10
参考

14

11

12

16

15
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様式第四号（第八条の二十九関係）（紙マニフェスト用） 
（表面） 

 

措 置 内 容 等 報 告 書 
                                        年  月  日 

 都道府県知事 

（市長）      様                  

報告者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     電話番号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 29の規定に基づき、次のとおり報告します。 

管 理 票 
交 付 番 号  

交 付 年 月 日  

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 種 類 

１特別管理産業廃棄物（                 ） 

２その他の産業廃棄物（                 ） 

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 数 量 
 

報告書を提出することとなった

事由の区分及び②～⑤に該

当する場合にあっては、当該

事由が生じた年月日 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（以下「施行規則」

という。）第８条の 28に規定する期間内に管理票の写しの送付を受

けないとき 

② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 12

条の３第３項から第５項まで又は第 12 条の５第５項の規定に規定

する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき 

 （   年  月  日） 

③ 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき 

（   年  月  日） 

④ 法第 14 条第 13 項、第 14 条の２第４項、第 14 条の４第 13 項又

は第 14 条の５第４項の規定による通知を受けたとき 

 （   年  月  日） 

⑤ 法第 14 条の３の２第３項（法第 14条の６において準用する場合

を含む。）の規定による通知を受けたとき 

（   年  月  日） 

※運搬又は

処分の受

託者 

氏名又は名称  

住 所  

△把握した運搬又は処分の

状況及びその把握の方法 
 

△生活環境の保全上の支障

の除去又は発生の防止のた

めに講じた措置の内容 
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（裏面） 

備考 １ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を、「産業廃棄物

の数量」の欄にその数量を記載すること。 

   ２ ※欄には、この報告書を提出する事由を生じさせた者のみを記入すること。 

     （注） この報告書を提出する事由を生じさせた者とは、次に掲げる者をいう。 

       ①の場合 施行規則第８条の 28に規定する期間内に管理票の写しを送付しなかった者 

       ②の場合 法第12条の３第３項から第５項まで又は第12条の５第５項の規定に規定す

る事項が記載されていない管理票の写しを送付した者 

       ③の場合 虚偽の記載のある管理票の写しを送付した者 

       ④の場合 法第 14条第 13 項、第 14 条の２第４項、第 14 条の４第 13項又は第 14 条の

５第４項の規定による通知をした者 

       ⑤の場合 法第 14 条の３の２第３項（法第 14 条の６において準用する場合を含む。）

の規定による通知をした者 

   ３ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
 

（日本工業規格 Ａ列４番） 



様 式 第 三 号 （ 第 八 条 の 二 十 七 関 係 ） 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（    年度） 
 

尼 崎 市 長   殿                                                         年   月   日 

 

報告者 

住  所   

氏  名   

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

電話番号   

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の３第７項の規定に基づき、  年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 

事 業 場 の 名 称    業 種    

事 業 場 の 所 在 地    電話番号  

番 
号 

産業廃棄物 
の 種 類 

排出量(t) 
管理票の 
交付枚数 

運搬受託者の 
許 可 番 号 

運搬受託者の 
氏名又は名称 

運搬先の住所 
処分受託者の 
許 可 番 号 

処分受託者の 
氏名又は名称 

処分場所の住所 

１          

２          

３          

４          

備考 
１ この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。 
２ 同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。 
３ 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。 
４ 業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。 
５ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとと
もに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。  

６ 処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合に記入する必要はないこと。 
７ 区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。 

（日本工業規格 Ａ列４番） 
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